
は
じ
め
に

内
務
省
主
宰
の
官
選
知
事
の
全
国
会
議
で
あ
る
地
方
長
官
会
議
に
つ
い
て
、
筆

者
は
、
そ
の
開
催
実
態
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
を
積
み
重
ね
、
そ
の
歴
史
的
諸
段

階
を
提
示
す
る
る
と
と
も
に
、
天
皇
と
地
方
長
官
会
議
と
の
関
係
の
分
析
を
軸
に

そ
の
政
治
史
的
分
析
を
行
っ
て
き
た
（
稿
末
の
関
係
文
献
参
照
）。
そ
の
中
で
、
第

一
次
・
第
二
次
の
西
園
寺
公
望
内
閣
で
内
務
大
臣
を
務
め
た
原
敬
に
よ
っ
て
、
政

府
・
内
務
省
に
よ
る
地
方
長
官
（
知
事
）
に
対
す
る
「
双
方
向
的
統
轄
シ
ス
テ
ム
」

と
し
て
確
立
し
た
地
方
長
官
会
議
が
（
竹
永
三
男
一
九
九
六
年
）、
東
条
英
機
内
閣

期
に
、
内
務
省
主
催
会
議
か
ら
内
閣
直
接
の
指
導
会
議
に
変
化
し
た
と
新
聞
報
道

で
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
（
竹
永
三
男
二
〇
〇
五
年
ａ
）。

戦
時
体
制
下
で
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
地
方
長
官
会
議
は
、
さ
ら
に
一
九
四
五

年
六
月
一
〇
日
の
地
方
総
監
府
設
置
に
よ
っ
て
、
全
国
を
八
地
方
に
区
分
し
て
そ

れ
ぞ
れ
に
設
置
さ
れ
た
地
方
総
監
府
に
統
轄
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
。
そ
の

一
方
、
戦
時
下
の
地
方
長
官
会
議
の
最
後
の
開
催
日
は
、
地
方
総
監
府
設
置
前
の

一
九
四
五
年
五
月
一
四
日
で
あ
り
（
鈴
木
貫
太
郎
内
閣
・
安
倍
源
基
内
務
大
臣
）、

戦
後
最
初
の
地
方
長
官
会
議
は
、
地
方
総
監
府
廃
止
（
一
九
四
五
年
一
一
月
六
日
）

直
前
の
同
年
一
一
月
二
日
（
幣
原
喜
重
郎
内
閣
・
堀
切
善
次
郎
内
務
大
臣
。
こ
の

時
は
「
地
方
総
監
及
地
方
長
官
会
議
」
と
し
て
開
催
。
竹
永
三
男
二
〇
〇
八
年
ａ
、

二
〇
〇
九
年
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家

の
地
方
統
轄
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
分
析
を
地
方
長
官
会
議
を
対
象
と
し
て
行
う
た

め
に
は
、
地
方
長
官
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
な
い
敗
戦
前
後
の
時
期
の
地
方
総
監

府
そ
れ
自
体
の
分
析
を
行
う
こ
と
、
次
い
で
、
地
方
総
監
府
に
よ
る
管
轄
下
の
地

方
長
官
（
府
県
）
統
轄
の
分
析
が
必
須
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
右
に
述
べ
た
筆
者
の
地
方
長
官
会
議
研
究
の
一
環
と
し
て
、
以
下
に

述
べ
る
地
方
総
監
府
に
関
す
る
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
先
ず
は
敗
戦
前
後
の
地
方

地
方
総
監
府
・
地
方
総
監
会
議
に
関
す
る
基
礎
的
検
討

＊

竹

永

三

男

キ
ー
ワ
ー
ド：

地
方
総
監
府

地
方
総
監
会
議

地
方
長
官
会
議

本
土
決
戦

＊
歴
史
と
考
古
教
室
現
代
史
学
研
究
室

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月

一



総
監
府
に
関
す
る
基
礎
的
検
討
を
行
う
こ
と
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

地
方
総
監
府
に
つ
い
て
は
、『
内
務
省
史
』
第
一
巻
、
第
三
巻
（
大
霞
会
）
に
そ

の
創
設
経
緯
と
六
月
一
九
日
に
開
催
さ
れ
た
最
初
の
地
方
総
監
会
議
の
次
第
が
簡

単
に
記
述
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
歴
史
辞
典
類
に
も
同
書
等
に
基
く
解
説
が
な
さ
れ

て
い
１る

。

こ
の
地
方
総
監
府
に
つ
い
て
、
そ
の
創
設
経
緯
の
歴
史
的
分
析
を
初
め
て
行
っ

た
の
が
矢
野
信
幸
氏
で
あ
っ
た
（
矢
野
信
幸
一
九
九
八
年
）。
矢
野
氏
は
、
地
方
総

監
府
設
置
に
至
る
経
緯
を
、
①
地
方
行
政
・
地
方
官
僚
組
織
に
関
す
る
内
務
省
権

限
（
行
政
権
限
・
人
事
・
予
算
）
を
内
閣
に
吸
い
上
げ
て
戦
時
体
制
強
化
を
図
ろ

う
と
す
る
「
内
閣
官
僚
」（
鈴
木
内
閣
の
内
閣
三
長
官＝

迫
水
久
常
内
閣
書
記
官
長
・

秋
永
月
三
内
閣
綜
合
計
画
局
長
官
・
村
瀬
直
養
内
閣
法
制
局
長
官
等
）
と
、「
そ
れ

に
反
対
す
る
現
状
維
持
派＝

内
務
官
僚
と
い
う
対
立
図
式
」
と
い
う
近
衛
新
体
制

期
と
同
じ
論
理
が
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
、
②
陸
軍
と
対
抗
す
る
海
軍
が
そ
の
内
務

省
官
僚
と
結
ん
だ
こ
と
、
③
そ
の
陸
軍
も
「
内
務
官
僚
に
対
し
て
一
定
の
譲
歩
を

し
て
ま
で
も
、
一
刻
も
早
い
国
内
強
化
策
の
実
現
」
を
図
っ
た
こ
と
か
ら
、
④
最

終
的
に
は
「
内
閣
官
僚
」
が
内
務
省
に
譲
歩
し
て
、「
本
土
決
戦
の
た
め
」
に
地
方

総
監
府
が
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
矢
野
氏
の
研
究
は
、
地
方
総
監
府

の
創
設
過
程
を
「
政
治
過
程
と
政
策
形
成
過
程
を
内
閣
機
能
強
化
と
い
う
観
点
か

ら
分
析
」
す
る
こ
と
で
国
家
の
地
方
統
轄
の
問
題
を
政
治
史
的
に
分
析
す
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
地
方
総
監
府
創
設
後
の
活
動
実
態
に
つ
い
て
は

分
析
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
研
究
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
滝
口
剛
氏
は
、
地
方
総
監
府
に
先
立
っ
て
都
庁
府
県
の
連
絡
調
整
組

織
と
し
て
一
九
四
三
年
に
設
置
さ
れ
た
地
方
行
政
協
議
会
を
、
東
条
英
機
内
閣
・

小
磯
国
昭
内
閣
期
の
戦
時
内
務
行
政
の
展
開
過
程
の
問
題
と
し
て
分
析
し
た
が
、

そ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
地
方
総
監
府
の
機
能
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
（
滝

口
剛
二
〇
〇
一
年
、
五
二
〜
五
三
ペ
ー
ジ
）。
そ
こ
で
は
、
曽
我
梶
松
熊
本
県
知
事

（
在
任
一
九
四
四
年
八
月
一
日
〜
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
七
２日
）
の
回
顧
談
等
を
も

と
に
、
地
方
行
政
協
議
会
で
見
ら
れ
た
制
度
的
権
限
の
強
化
と
実
態
と
し
て
の
機

能
低
下
と
の
乖
離
と
い
う
問
題
が
、「
制
度
的
に
は
道
州
制
に
近
づ
い
た
地
方
総
監

府
に
お
い
て
も
っ
と
も
甚
だ
し
か
っ
た
」「
地
方
総
監
府
は
浮
い
た
存
在
で
最
後
は

地
方
庁
が
も
っ
と
も
強
い
組
織
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
地
方
総
監
府
が
創
設

間
も
な
く
敗
戦
を
迎
え
、
続
く
占
領
下
で
廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
機
能
発

揮
に
は
否
定
的
見
解
が
見
ら
れ
る
が
（
注
１
の
辞
典
類
）、
こ
こ
で
も
地
方
総
監
府

創
設
後
の
実
態
分
析
自
体
は
分
析
対
象
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
見

解
の
当
否
の
確
認
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
横
島
公
司
氏
は
、
矢
野
氏
の
研
究
に
も
依
拠
し
つ
つ
、
関
係

文
書
の
収
集
・
分
析
の
上
に
立
っ
て
地
方
総
監
府
の
実
態
分
析
の
端
緒
を
開
か
れ

た
が
（
横
島
公
司
二
〇
一
二
年
）、
な
お
概
要
提
示
に
止
ま
っ
て
い
る
。
後
掲

【
表
２
―
１
】
〜
【
表
２
―
３
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
地
方
行
政
協
議
会
・
地
方
総

監
府
制
で
、
樺
太
庁
と
一
体
の
も
の
と
し
て
組
織
編
成
さ
れ
た
北
海
道
の
側
か
ら

の
今
後
の
分
析
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
外
、
中
国
地
方
総
監
府
に
つ
い
て
は
、
原
子
爆
弾
の
投
下
で
大
塚
惟
精
総

監
は
じ
め
二
〇
人
が
死
亡
す
る
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
関
係
者
の
手

で
『
中
国
地
方
総
監
府
誌

原
爆
被
災
記
録
』
が
編
纂
・
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
開

設
当
初
の
総
監
府
の
組
織
と
大
塚
総
監
ら
の
活
動
の
一
端
を
具
体
的
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
中
国
地
方
総
監
府
誌
刊
行
会
一
九
七
二
年
、
家

永
三
郎
・
小
田
切
秀
雄
・
黒
古
一
夫
編
一
九
九
一
年
所
収
）。

以
下
、
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
国
家
の
地
方
統
轄
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
変
遷
の

地
方
総
監
府
・
地
方
総
監
会
議
に
関
す
る
基
礎
的
検
討

二



中
で
の
地
方
総
監
府
の
位
置
を
確
認
す
る
た
め
、
地
方
総
監
府
の
制
度
的
性
格
を
、

そ
の
前
身
で
あ
る
地
方
行
政
協
議
会
お
よ
び
地
方
総
監
府
廃
止
後
の
後
身
組
織
で

あ
る
地
方
行
政
事
務
局
と
比
較
し
な
が
ら
確
認
す
る
。

第
二
に
、
地
方
総
監
府
の
創
設
か
ら
廃
止
に
至
る
経
過
を
「
朝
日
新
聞
」
掲
載

記
事
に
よ
っ
て
た
ど
り
、
地
方
総
監
府
制
の
運
用
実
態
を
通
観
す
る
。

そ
の
上
で
、
第
三
に
、
創
設
当
初
の
地
方
総
監
府
と
地
方
総
監
会
議
の
実
態
を
、

関
係
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
、
先
行
研
究
（
矢
野
信
幸
氏
、
滝
口
剛
氏
、
横
島
公
司
氏
）
で
は
、
い
ず

れ
も
地
方
行
政
協
議
会
、
地
方
総
監
府
を
「
道
州
制
」
と
の
関
連
（
そ
の
有
無
を

含
め
て
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
地
方
総
監
府
に
関
す
る
基
本

史
料
の
一
つ
で
あ
る
「
昭
和
二
十
年
六
月

地
方
総
監
府
関
係

行
政
課
」（
国
立

公
文
書
館
所
蔵

自
治
省
�
／３Ａ

－１３
－８
－１２３

）
に
編
綴
さ
れ
た
文
書
群
を
通
覧
す

れ
ば
確
認
で
き
る
３が

、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

一

地
方
行
政
協
議
会
・
地
方
総
監
府
・
地
方
行
政
事
務
局
の
制
度

的
性
格

本
節
で
は
、
主
題
に
関
す
る
検
討
の
前
提
と
し
て
、
地
方
行
政
協
議
会
、
地
方

総
監
府
、
地
方
行
政
事
務
局
の
制
度
的
性
格
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
置
根
拠
の
勅
令

の
比
較
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

【
表
１
】
は
、
地
方
総
監
府
の
設
置
根
拠
法
令
で
あ
る
「
地
方
総
監
府
官
制
」（
昭

和
二
十
年
六
月
十
日
勅
令
第
三
百
五
十
号
）、
そ
の
前
身
組
織
で
あ
る
地
方
行
政
協

議
会
の
設
置
根
拠
法
令
「
地
方
行
政
協
議
会
令
」（
昭
和
十
八
年
六
月
三
十
日
勅
令

第
五
百
四
十
八
号
）、
同
じ
く
後
身
組
織
で
あ
る
地
方
行
政
事
務
局
の
根
拠
法
令

「
地
方
行
政
事
務
局
設
置
制
」（
昭
和
二
十
年
十
一
月
六
日
勅
令
第
六
百
二
十
二
号
）

の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
関
連
条
文
を
対
比
さ
せ
て
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

各
根
拠
法
令
で
規
定
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
の
設
置
区
分
・
管
轄
区
分
を

【
表
２
―
１
】
〜
【
表
２
―
４
】
に
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
表
を
順
次
検
討
し
て
い
け

ば
、
次
の
諸
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
各
組
織
の
設
置
目
的
（
第
一
条
）
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
地
方
行
政
協

議
会
で
は
「
各
般
ノ
行
政
ノ
綜
合
連
絡
調
整
」（
一
九
四
五
年
一
月
三
一
日
に
勅
令

第
四
十
四
号
で
「
各
般
ノ
行
政
ノ
統
一
及
推
進
」
に
強
化
）
と
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
地
方
総
監
府
で
は
「
各
般
ノ
行
政
ヲ
統
轄
」
と
さ
れ
、
水
平
的
連
繋
関
係
か

ら
垂
直
的
指
示
関
係
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
地
方
総
監
府
廃
止
後
に
設
置
さ
れ
た

地
方
行
政
事
務
局
で
は
、
こ
れ
を
地
方
行
政
事
務
局
設
置
当
初
の
「
各
般
ノ
行
政

ノ
綜
合
連
絡
調
整
」
に
戻
し
て
い
る
。

第
二
に
、
各
組
織
の
設
置
区
分
・
管
轄
区
域
は
、
地
方
行
政
事
務
局
が
設
置
当

初
の
設
置
区
分
【
表
２
―
１
】
を
一
九
四
五
年
一
月
三
一
日
に
勅
令
第
四
十
四
号

で
【
表
２
―
２
】
の
よ
う
に
変
更
し
た
後
、
地
方
総
監
府
、
地
方
行
政
事
務
局
は

こ
の
区
分
を
踏
襲
し
て
い
４る

。

第
三
に
、
職
員
と
そ
の
定
員
配
置
で
は
、
地
方
行
政
協
議
会
が
委
員
制
を
と
り
、

会
長
（
地
方
行
政
協
議
会
を
附
置
し
た
都
庁
府
県
の
長
官
）・
当
該
地
方
の
地
方
長

官
・
当
該
地
方
に
管
轄
権
を
有
す
る
官
衙
の
責
任
者
等
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
、

会
長
の
職
務
代
理
責
任
を
も
つ
「
主
幹
」
を
「
当
該
都
庁
府
県
ニ
配
置
セ
ラ
レ
タ

ル
地
方
参
事
官
」（
第
九
条
）
に
担
当
さ
せ
る
外
は
、
協
議
会
の
庶
務
を
「
当
該
都

庁
府
県
之
ヲ
掌
リ
長
官
官
房
又
ハ
知
事
官
房
ノ
主
幹
ト
ス
」
と
し
て
い
る
の
に
対

し
（
さ
ら
に
、
一
九
四
三
年
六
月
三
〇
日
の
勅
令
第
五
百
五
十
号
「
地
方
参
事
官

設
置
制
」
で
、
協
議
会
が
付
置
さ
れ
た
各
都
庁
府
県
に
「
当
該
地
方
長
官
ヲ
助
ケ

シ
ム
ル
為
」
地
方
参
事
官
各
一
人
を
配
置
し
て
い
る
）、
地
方
総
監
府
、
地
方
行
政

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月

三



事
務
局
で
は
各
級
の
専
任
職
員
を
配
置
し
て
い
る
（
後
掲
【
表
７
】
②
に
示
し
た

と
お
り
、
地
方
総
監
府
創
設
時
に
配
置
さ
れ
た
職
員
総
数
は
六
五
四
人
と
報
じ
ら

れ
て
い
た
）。
ま
た
、
地
方
総
監
・
地
方
行
政
事
務
局
長
官
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
地

方
行
政
事
務
局
長
官
が
地
方
行
政
協
議
会
会
長
と
同
じ
く
附
置
さ
れ
た
都
庁
府
県

の
地
方
長
官
が
兼
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
地
方
総
監
は
管
下
の

地
方
長
官
と
は
別
個
に
配
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
の
制

度
運
用
時
に
は
、
北
海
地
方
総
監
が
北
海
道
庁
長
官
の
、
関
東
信
越
地
方
総
監
が

東
京
都
庁
長
官
の
、
四
国
地
方
総
監
が
香
川
県
知
事
の
そ
れ
ぞ
れ
兼
任
と
さ
れ
て

い
た
。

第
四
に
、「
道
州
制
」
と
の
関
連
（
滝
口
剛
二
〇
〇
〇
年
）、
戦
時
体
制
に
即
応

し
た
内
閣
機
能
強
化
と
の
関
連
（
矢
野
信
幸
一
九
九
八
年
）
で
問
題
と
な
っ
た
、

内
閣
・
内
務
省
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
れ
ば
、「
地
方
行
政
協
議
会
令
」
で
は
「
第

七
条

会
長
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
会
務
ヲ
総
理
ス
」
と
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
、「
地
方
総
監
府
官
制
」
で
は
「
第
三
条

地
方
総
監
ハ
行
政
全
般

ノ
統
轄
ニ
付
テ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
指
揮
監
督
ヲ
承
ケ
内
閣
又
ハ
各
省
ノ
主
務
ニ

付
テ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
又
ハ
各
省
大
臣
ノ
指
揮
監
督
ヲ
承
ク
」
お
よ
び
「
第
四
条

地
方
総
監
府
ニ
関
ス
ル
事
務
ハ
内
務
大
臣
之
ヲ
統
理
ス
」
と
さ
れ
、「
地
方
行
政
事

務
局
設
置
制
」
で
は
第
三
条
で
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
地
方
総
監

会
議
の
実
際
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
後
掲
の
【
表
３
―
１
】
〜
【
表
６
】
に
示
し
た

よ
う
に
、
地
方
総
監
会
議
が
首
相
官
邸
で
開
催
さ
れ
る
の
に
対
し
、
地
方
総
監
府

官
房
主
幹
会
議
が
内
務
省
で
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。

第
五
に
、
地
方
行
政
協
議
会
会
長
の
権
限
が
会
務
の
処
理
・
遂
行
に
関
す
る
も

の
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
（
第
五
条
、
第
八
条
、
第
十
条
）、
地
方
総
監
は
罰

則
を
伴
う
地
方
総
監
府
令
の
発
布
権
（
第
五
条
）、「
非
常
急
変
ノ
場
合
」
の
出
兵

要
請
権
（
第
六
条
）、
所
部
の
高
等
官
の
「
功
過
具
状
権
」
と
判
任
官
の
進
退
決
定

権
（
第
七
条
）
を
そ
れ
ぞ
れ
付
与
さ
れ
て
お
り
、
地
方
行
政
事
務
局
会
長
も
第
七

条
の
権
限
を
踏
襲
し
て
い
る
（
第
六
条
）。

以
上
の
検
討
か
ら
、
制
度
の
継
承
と
断
絶
と
い
う
点
で
は
、
地
方
総
監
府
制
は

地
方
行
政
協
議
会
制
を
大
き
く
変
更
し
て
総
監
権
限
を
強
化
し
、
地
方
行
政
事
務

局
制
は
こ
の
点
で
こ
れ
ら
の
一
部
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
５る
。

二

地
方
総
監
府
創
設
後
の
制
度
運
用
の
実
際

地
方
行
政
協
議
会
制
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
設
置
目
的
を
、「
各
般
ノ
行
政
ノ
総

合
連
絡
調
整
」「
各
般
ノ
行
政
ノ
統
一
及
推
進
」
か
ら
、
よ
り
強
い
総
監
権
限
に
裏

付
け
ら
れ
た
「
各
般
ノ
行
政
」
の
「
統
轄
」
に
引
き
上
げ
た
地
方
総
監
府
は
、
創

設
か
ら
廃
止
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
は
じ
め

に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
創
設
間
も
な
く
迎
え
た
敗
戦
・
占
領
に
よ
っ
て
地
方
総

監
府
自
体
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
従
来
の
研
究
は
、
地
方
総
監
府
の
機
能
発

揮
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
長
官
会
議
の
歴
史
的
研
究
と
い
う

筆
者
の
研
究
課
題
か
ら
し
て
も
、
地
方
総
監
府
と
地
方
総
監
会
議
そ
れ
自
体
の
研

究
と
い
う
点
か
ら
し
て
も
、
先
ず
は
創
設
後
の
地
方
総
監
府
制
の
運
用
実
態
を
通

観
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
【
表
７
】
は
、「
朝
日
新
聞
」
掲

載
記
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
過
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。

先
ず
、【
表
７
】
の
敗
戦
ま
で
の
記
事
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

て
、
次
の
諸
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
地
方
総
監
府
の
組
織
整
備
が
そ
の
た
め
の
内
閣
各
省
か
ら
の
人
事
異

動
を
伴
っ
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
②
⑤
⑥
⑨
⑳
以
下
、【
表
７
】「
地
方
総

監
府
関
係
の
動
き
」
欄
に
掲
載
し
た
関
係
記
事
冒
頭
の
番
号
を
記
す
。）。
こ
の
人

地
方
総
監
府
・
地
方
総
監
会
議
に
関
す
る
基
礎
的
検
討

四



事
異
動
は
、
表
示
し
た
記
事
に
関
す
る
限
り
で
は
、
七
月
八
日
（
⑳
）
ま
で
に
終

わ
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
地
方
総
監
府
制
の
整
備
が
、
設
置
目
的
で
あ
る
本
土
決
戦
に
備
え
た

政
府
各
省
の
権
限
の
地
方
総
監
府
へ
の
委
譲
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
（
③

⑰
⑲
�
�
�
�
�
）。
こ
の
点
に
関
連
し
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
一
九
四
五
年
六
月

一
九
日
に
開
催
さ
れ
た
最
初
の
地
方
総
監
会
議
で
鈴
木
内
閣
総
理
大
臣
が
「
諸
君

ノ
執
務
上
心
掛
ケ
ラ
ル
ベ
キ
事
ノ
中
ノ
最
モ
重
要
ナ
ル
モ
ノ
…
…
ヲ
実
現
セ
シ
ム

ル
為
ニ
政
府
ハ
極
メ
テ
大
幅
ニ
其
ノ
権
限
ヲ
諸
君
ニ
委
譲
致
シ
マ
ス
。
今
般
成
立

致
シ
マ
シ
タ
ル
戦
時
緊
急
措
置
法
ニ
基
ク
広
汎
ナ
ル
政
府
ノ
権
限
モ
亦
必
要
ニ
応

ジ
テ
諸
君
ニ
之
ヲ
委
譲
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
。」
と
訓
示
し

て
い
る
こ
と
で
あ
６る
。
即
ち
、「
戦
時
緊
急
措
置
法
」（
昭
和
二
十
年
六
月
二
十
一

日
法
律
第
三
十
八
７号
）
は
、
そ
の
第
一
条
で
戦
争
遂
行
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
政

府
権
限
の
拡
大
・
強
化
を
規
定
し
て
い
る
。

第
一
条

大
東
亜
戦
争
ニ
際
シ
国
家
ノ
危
急
ヲ
克
服
ス
ル
為
緊
急
ノ
必
要
ア

ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
他
ノ
法
令
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
左
ノ
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項

ニ
関
シ
応
機
ノ
措
置
ヲ
講
ズ
ル
為
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
発
シ
又
ハ
処
分
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
得

一

軍
需
生
産
ノ
維
持
及
増
強

二

食
糧
其
ノ
他
生
活
必
需
物
資
ノ
確
保

三

運
輸
通
信
ノ
維
持
及
増
強

四

防
衛
ノ
強
化
及
秩
序
ノ
維
持

五

税
制
ノ
適
正
化

六

戦
災
ノ
善
後
措
置

七

其
ノ
他
戦
力
ノ
集
中
発
揮
ニ
必
要
ナ
ル
事
項
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
指

定
ス
ル
モ
ノ

地
方
総
監
府
へ
の
政
府
権
限
の
委
譲
は
、
順
次
、
ま
た
「
戦
時
緊
急
措
置
法
」
に

も
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
権
限
委
譲
を
表
示
し
た
記
事

に
関
す
る
限
り
で
は
八
月
初
旬
（
�
）
ま
で
に
終
わ
っ
て
い
る
。

以
上
、
内
閣
各
省
か
ら
の
人
事
異
動
と
権
限
委
譲
か
ら
見
た
場
合
、
地
方
総
監

府
は
、
制
度
的
に
は
一
九
四
五
年
七
月
末
・
八
月
初
旬
ま
で
に
確
立
し
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
三
に
、
地
方
総
監
府
の
設
置
位
置
、
地
方
総
監
府
の
管
轄
区
分
が
、
他
の
官

庁
・
軍
や
産
業
統
制
・
戦
争
動
員
の
た
め
の
国
策
団
体
の
活
動
を
規
定
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
（
④
⑪
⑯
�
�
�
	
）。
そ
れ
は
控
訴
院
の
移

設
と
新
設
（
④
�
）、
陸
海
軍
の
配
置
（
⑯
）、
国
民
義
勇
隊
の
中
核
と
位
置
づ
け

ら
れ
た
学
徒
隊
に
対
す
る
文
部
省
学
徒
指
導
班
の
担
当
者
（
�
）
か
ら
、
産
業
統

制
団
体
の
設
置
単
位
（
�
	
）、
日
本
文
学
報
国
会
の
支
部
設
置
方
針
（
⑪
）
に
ま

で
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
関
連
す
る
官
庁
・
軍
・
国
策
団
体
の
動
向
に
ま
で

視
野
を
拡
げ
て
検
討
す
る
と
、
地
方
総
監
府
そ
れ
自
体
の
機
能
の
確
立
と
は
別
に
、

そ
れ
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

第
四
に
、
鈴
木
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
述
の
最
初
の
地
方
総
監
会
議
の
訓
示
で
、

地
方
総
監
府
の
設
置
に
関
し
て
第
一
に
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
「
本
制
度
ハ
所
謂

地
方
分
権
的
ナ
ル
趣
旨
ニ
出
デ
テ
居
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
然
シ
ナ
ガ
ラ
是
ハ

決
シ
テ
帝
国
ヲ
幾
ツ
カ
ノ
部
分
ニ
分
断
セ
ン
ト
ス
ル
趣
旨
ノ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
」
の

で
あ
っ
て
、「
国
家
ノ
統
一
性
ヲ
維
持
ス
ル
」
た
め
に
地
方
総
監
の
役
割
が
重
要
で

あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
全
国
八
つ
の
地
方
総
監
府
に
大
幅
に
権
限
を
委
譲
し
な

が
ら
、
な
お
か
つ
「
国
家
ノ
統
一
性
ヲ
維
持
ス
ル
」
保
障
が
、
地
方
総
監
会
議
を

開
催
す
る
こ
と
（
⑫


）、
そ
こ
で
提
示
し
た
政
府
方
針
を
具
体
的
に
指
示
す
る
た
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め
に
官
房
主
幹
会
議
、
各
地
方
総
監
府
部
長
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
（
⑬
�
�
�
、

軍
需
省
主
催
の
地
方
軍
需
監
理
局
長
官
会
同
⑱
も
同
じ
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ

る
）、
日
常
的
に
中
央
―
地
方
の
連
絡
を
図
る
た
め
内
務
省
内
に
地
方
連
絡
室
を
設

置
し
て
地
方
総
監
府
に
は
原
則
と
し
て
毎
月
一
回
、
庁
府
県
に
は
随
時
参
与
・
室

員
を
派
遣
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
（
�
）
で
あ
っ
た
。【
表
３
―
１
】
〜
【
表
６
】

に
示
し
た
地
方
総
監
会
議
と
そ
れ
に
続
く
官
房
主
幹
会
議
は
、
地
方
長
官
会
議
と

こ
れ
に
続
く
府
県
各
部
長
会
議
と
同
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
、
全
土
空
襲
の
激
化

に
よ
っ
て
地
方
長
官
会
議
の
開
催
が
困
難
に
な
る
中
、
こ
れ
ら
の
会
議
が
地
方
長

官
会
議
の
役
割
を
代
位
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

第
五
に
、
政
府
各
省
の
戦
争
遂
行
政
策
の
実
施
主
体
と
し
て
地
方
総
監
府
が
位

置
づ
け
ら
れ
、
活
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
⑭
⑮
⑱
�
�
�
	
）。

そ
し
て
第
六
に
、
北
海
地
方
か
ら
九
州
地
方
に
至
る
各
地
方
総
監
府
が
開
設
さ

れ
、
具
体
的
な
活
動
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
地
方
官
衙
と
の
連
繋
が
実
際
に
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
⑦
⑧
⑩


�
�
）。
こ
れ
を
関
東
信
越
地
方
総
監
府
に

つ
い
て
見
れ
ば
、
地
方
総
監
府
創
設
の
二
日
後
の
六
月
一
二
日
、
同
総
監
府
が
東

京
市
芝
区
西
久
保
巴
町
の
鞆
絵
国
民
学
校
内
に
開
設
さ
れ
、
午
後
一
時
半
か
ら
開

庁
式
が
挙
行
さ
れ
る
と
予
告
さ
れ
て
い
た
（「
朝
日
新
聞
」
一
九
四
五
年
六
月
一
一

日
。
地
方
総
監
府
が
都
庁
と
は
別
の
施
設
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
地

方
総
監
府
で
も
同
様
で
、
同
総
監
府
は
広
島
県
庁
か
ら
離
れ
た
広
島
文
理
科
大
学

内
に
開
設
さ
れ
た
。
中
国
地
方
総
監
府
誌
刊
行
会
一
九
七
二
年
）。

関
東
信
越
地
方
総
監
府
で
は
ま
た
、
六
月
一
六
日
か
ら
二
八
日
に
か
け
て
、
地

方
総
監
と
地
方
副
総
監
が
管
内
全
域
の
巡
閲
を
分
担
し
て
行
っ
て
い
た
が
（
⑩
）、

同
じ
管
内
巡
閲
は
中
国
地
方
総
監
府
で
も
開
設
間
も
な
い
時
期
の
山
口
県
内
に
続

い
て
、
七
月
下
旬
か
ら
八
月
三
日
に
か
け
て
岡
山
県
・
鳥
取
県
・
島
根
県
の
巡
視

が
実
施
さ
れ
て
い
た
（
中
国
地
方
総
監
府
誌
刊
行
会
一
七
七
二
年
、
三
三
八
ペ
ー

ジ
）。と

こ
ろ
で
、
関
東
信
越
地
方
総
監
府
開
庁
式
当
日
の
「
朝
日
新
聞
」（
一
九
四
五

年
六
月
一
三
日
）
に
は
、
本
間
精
副
総
監
（
元
福
岡
県
知
事
）
の
談
話
が
掲
載
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
談
話
で
は
、「
ま
だ
ど
う
い
ふ
権
限
が
ど
う
い
ふ
形
で
附
与
さ
れ

る
の
か
具
体
的
に
き
ま
つ
て
ゐ
な
い
の
で
仕
事
の
細
か
い
こ
と
ま
で
に
は
触
れ
ら

れ
な
い
」
と
地
方
総
監
府
自
体
が
制
度
的
に
未
完
成
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
と

と
も
に
、
職
責
の
実
践
が
官
僚
機
構
の
割
拠
性
の
中
で
困
難
で
あ
る
こ
と
が
次
の

よ
う
に
率
直
に
語
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
心
配
し
て
ゐ
る
の
は
協
議
会
当
時
に
し
ば
�
�
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
だ

が
行
政
の
指
令
が
下
級
官
庁
に
二
つ
に
な
つ
て
流
れ
る
こ
と
だ
、
折
角
総
監

府
が
出
来
上
つ
て
も
例
へ
ば
農
商
省
は
農
商
省
で
あ
ひ
か
は
ら
ず
地
方
綜
合

行
政
庁
な
り
特
別
官
庁
に
勝
手
に
指
令
す
る
と
い
ふ
や
う
で
は
困
る
、
第
一

受
命
官
庁
が
泣
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
総
監
府
と
い
ふ
大
番
頭
に
任
せ
た
以
上
は

中
央
各
省
は
思
ひ
切
り
お
ほ
ら
か
な
気
持
で
ゐ
て
も
ら
ひ
た
い
こ
れ
が
ほ
ん

と
の
大
和
の
精
神
で
あ
る

同
時
に
、「
帝
都
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
都
長
官
が
同
時
に
総
監
で
あ
る
こ
と
は
こ

の
上
も
な
く
幸
で
あ
る
」
と
す
る
本
間
副
総
監
は
、「（
地
方
行
政－

竹
永
）
協
議

会
当
時
と
は
違
つ
て
総
監
府
は
都
か
ら
官
制
の
上
で
一
応
切
離
さ
れ
て
ゐ
る
の
で

私
は
こ
の
点
に
特
に
留
意
し
て
行
き
た
い
」
と
し
つ
つ
も
、「
現
在
都
民
が
直
面
し

て
ゐ
る
問
題
に
つ
い
て
言
へ
ば
ま
づ
戦
災
者
の
住
宅
を
ど
う
す
る
か
ゞ
解
決
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
東
京
都
民
の
住
宅
問
題
の
解
決
に
意
欲
を
示
し
、
こ
の
点
で
の

政
府
の
実
際
上
の
無
策
を
批
判
し
て
い
た
。

本
間
副
総
監
は
、
ま
た
、
空
襲
で
破
壊
さ
れ
た
東
京
に
対
す
る
支
援
の
た
め
の

地
方
総
監
府
・
地
方
総
監
会
議
に
関
す
る
基
礎
的
検
討
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周
辺
県
の
供
出
等
の
問
題
に
言
及
し
、
そ
の
た
め
に
「
出
来
れ
ば
総
監
府
か
ら
も

ど
し
ど
し
係
員
を
出
向
さ
せ
て
生
産
県
の
事
情
を
よ
く
呑
込
む
と
同
時
に
帝
都
の

立
場
も
十
分
納
得
し
て
も
ら
ふ
ご
と
き
手
を
打
た
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
語
っ
て
い

る
。
戦
時
体
制
と
空
襲
の
激
化
の
中
で
設
置
さ
れ
た
関
東
信
越
地
方
総
監
府
の
活

動
が
、
帝
都
東
京
と
「
周
辺
の
生
産
県
」
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
地
方
総
監
府
の
設
置
は
、
関
東
信
越
地
方
総
監
府
に
つ
い
て
言
え

ば
、
中
央
―
地
方
関
係
を
東
京
都
―
周
辺
諸
県
の
関
係
で
再
生
産
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
第
七
に
、
地
方
総
監
会
議
や
官
房
主
幹
会
議
・
各
部
長
会
議
の
伝
達
会

議
と
し
て
「
地
方
長
官
及
主
要
官
衙
長
会
議
」
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘

し
て
お
こ
う
（
�
）。
そ
れ
は
、
地
方
長
官
会
議
が
そ
の
内
容
の
府
県
内
へ
の
伝
達

会
議
と
し
て
郡
市
長
会
議
（
郡
制
廃
止
後
は
市
町
村
長
会
議
）
を
伴
っ
て
い
た
こ

と
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
央
政
府
の
方
針
の
末
端
へ
の
徹
底
は
、
こ
う
し

た
伝
達
会
議
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
列
挙
し
た
こ
と
は
、
一
九
四
五
年
六
月
一
〇
日
の
創
設
か
ら
同
年
一
一
月

六
日
の
廃
止
ま
で
一
四
九
日
と
い
う
僅
か
な
期
間
、
し
か
も
敗
戦
前
後
の
危
機
と

混
乱
の
時
期
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
地
方
総
監
府
制
が
実
態
あ
る
も
の
と
し
て

機
能
・
影
響
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
敗
戦
後
の
地
方
総
監
府
と
そ
の
措
置
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
、
次
の

点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
本
土
決
戦
を
必
至
と
し
て
行
政
・
軍
政
の
一
体
的
活
動
を
め
ざ
し
て

設
置
さ
れ
た
地
方
総
監
府
で
あ
っ
た
が
、
敗
戦
後
の
存
廃
を
め
ぐ
る
動
き
は
紆
余

曲
折
し
た
こ
と
で
あ
る
。
降
伏
直
後
の
八
月
一
八
日
、
山
崎
内
務
大
臣
は
直
ち
に

は
廃
止
せ
ず
と
言
明
し
て
い
た
が
（
�
）、
九
月
二
八
日
に
至
っ
て
地
方
総
監
府
を

廃
止
し
地
方
行
政
事
務
局
・
地
方
行
政
連
絡
会
議
を
新
設
す
る
こ
と
が
閣
議
で
決

定
さ
れ
（
�
）、
一
〇
月
三
日
に
は
枢
密
院
で
も
承
認
さ
れ
た
（
�
）。
し
か
し
、

そ
の
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
向
で
廃
止
が
一
時
中
止
と
な
っ
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
（
�
�
）、

よ
う
や
く
一
一
月
一
日
付
で
廃
止
の
承
認
が
得
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
の
間
に
も
、
地
方
軍
需
監
理
局
の
廃
止
（
�
）、
地
方
防
衛
本
部
の

廃
止
（
	
）
な
ど
地
方
総
監
府
の
外
局
組
織
・
連
携
組
織
が
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
。

第
三
に
、
こ
の
間
に
も
三
回
目
の
地
方
総
監
会
議
・
官
房
主
幹
会
議
が
開
催
さ

れ
た
ほ
か
（


�
�
）、
中
国
地
方
総
監
府
が
「
満
州
」・
朝
鮮
か
ら
の
邦
人
引
き

揚
げ
に
尽
力
し
て
い
た
（

）。

そ
し
て
、
第
四
に
、
地
方
総
監
府
の
存
廃
に
つ
い
て
、「
朝
日
新
聞
」
紙
上
で
は

多
様
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
が
（
�
�
�
）、
そ
の
中
に
は
、
地
方
総
監
府
制

を
拡
充
し
て
州
庁
制
を
断
行
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
も
あ
っ
た
（
�
）。

こ
の
よ
う
な
敗
戦
後
の
地
方
総
監
府
を
め
ぐ
る
動
向
と
そ
の
要
因
を
究
明
す
る

こ
と
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

三

第
一
回
地
方
総
監
会
議
の
検
討

本
稿
の
最
後
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
地
方
総
監
府
に
大
幅
に
権
限
を
委
譲
し
な

が
ら
も
、「
国
家
ノ
統
一
性
ヲ
維
持
ス
ル
」
保
障
と
し
て
開
催
さ
れ
た
地
方
総
監
会

議
・
官
房
主
幹
会
議
の
実
態
の
一
端
を
、
最
初
の
地
方
総
監
会
議
に
つ
い
て
見
て

お
こ
う
。

一
九
四
五
年
六
月
一
九
日
に
開
催
さ
れ
た
最
初
の
地
方
総
監
会
議
の
次
第
は
、

「
朝
日
新
聞
」
の
報
道
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
【
表
３
―
１
】
の
と
お
り
で
あ
８る
。

こ
の
会
議
の
冒
頭
で
鈴
木
内
閣
総
理
大
臣
が
訓
示
し
た
こ
と
は
、
次
の
諸
点
で

あ
っ
９た

。

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
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鈴
木
首
相
は
、
訓
示
の
冒
頭
、
地
方
総
監
府
設
置
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
た
。

戦
局
愈
々
危
急
ヲ
告
グ
ル
今
日
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
従
前
ノ
協
議
会
ノ
制
度

ヲ
以
テ
シ
テ
ハ
局
面
ノ
急
ニ
応
ズ
ル
コ
ト
困
難
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
マ
シ
タ
ノ
デ
、

軍
ノ
作
戦
ニ
即
応
シ
ツ
ツ
、
各
地
方
ニ
於
テ
其
ノ
実
状
ノ
推
移
ニ
応
ジ
各
般

ノ
行
政
ヲ
統
括
推
進
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
意
味
ヲ
以
チ
マ
シ
テ
、
強
力
ナ
ル
権

限
ヲ
有
ス
ル
綜
合
官
庁
ト
シ
テ
茲
ニ
地
方
総
監
府
ヲ
設
置
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
。

沖
縄
戦
が
最
終
局
面
に
入
り
、
本
土
決
戦
が
必
至
と
な
っ
た
段
階
で
、
軍
事
作
戦

と
一
体
化
し
た
行
政
統
轄
推
進
体
制
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
地
方
総
監
府
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

鈴
木
首
相
は
続
い
て
、
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い
た
。

第
一
に
挙
げ
た
の
は
、
前
述
し
た
、「
本
制
度
ハ
所
謂
地
方
分
権
的
ナ
ル
趣
旨
ニ

出
デ
テ
居
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
然
シ
ナ
ガ
ラ
是
ハ
決
シ
テ
帝
国
ヲ
幾
ツ
カ
ノ

部
分
ニ
分
断
セ
ン
ト
ス
ル
趣
旨
ノ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
」
の
で
あ
っ
て
、「
帝
国
全
体
ト

シ
テ
統
一
ア
ル
行
政
ノ
運
営
」
を
行
う
た
め
に
地
方
総
監
の
「
心
持
ト
中
央
政
府

ノ
心
持
ト
ノ
完
全
ナ
ル
繋
リ
」
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
二
点
は
、「
本
制
度
運
営
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
諸
君
ガ
国
家
ノ
運
命
ヲ
真
ノ
一
身

ニ
荷
ヒ
全
責
任
ヲ
執
ル
ノ
心
構
ヘ
ヲ
以
テ
当
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
」

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
地
方
総
監
は
、「
克
ク
中
央
ノ
意
ノ
在
ル
所
ヲ
体
得
シ
之
ヲ

自
己
ノ
責
任
ニ
於
テ
其
ノ
地
方
ノ
実
情
ニ
即
シ
ツ
ツ
具
現
滲
透
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
努
メ

テ
戴
キ
度
イ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
に
強
調
し
た
の
は
、
訓
示
冒
頭
で
述
べ
た
軍
事
作
戦
と
行
政
の
一
体
化
で

あ
っ
た
。

第
三
ハ
、
本
制
度
ハ
正
ニ
本
土
決
戦
態
勢
ニ
即
応
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル

ガ
故
ニ
、
諸
君
ノ
行
政
ハ
全
ク
平
時
的
観
念
ヲ
払
拭
シ
軍
ノ
作
戦
ト
緊
密
ニ

即
応
ス
ル
モ
ノ
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
。
従
ツ
テ
戦
争
ニ
従
軍
シ
ツ
ツ
ア

リ
ト
ノ
感
覚
ヲ
最
モ
高
度
ニ
涵
養
セ
ラ
ル
ル
ト
共
ニ
、
其
ノ
具
体
的
施
策
ニ

付
テ
ハ
軍
ト
緊
密
ナ
ル
連
繋
ヲ
保
持
セ
ラ
レ
度
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

こ
こ
に
地
方
総
監
府
創
設
の
根
本
的
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
四
に
述
べ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
関
東
信
越
地
方
総
監
府
の
本
間
副

総
監
が
懸
念
し
た
行
政
の
割
拠
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
を
克
服
し
て
、
中
央

政
府
の
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
地
方
政
府
と
し
て
総
合
的
行
政
の
実
践
を
求
め
る
も

の
で
あ
っ
た
。

各
省
ニ
ハ
夫
々
各
省
ノ
伝
統
ガ
ア
リ
、
各
省
官
吏
ニ
ハ
夫
々
各
省
官
吏
ト
シ

テ
ノ
気
質
ガ
ア
ル
ノ
デ
、
是
等
ヲ
綜
合
統
括
シ
渾
然
一
体
、
真
ニ
中
央
政
府

ノ
分
身
ト
シ
テ
高
度
ノ
総
合
行
政
ヲ
施
行
シ
総
力
ヲ
発
揮
セ
シ
ム
ル
為
ニ
ハ
、

諸
君
ト
シ
テ
ハ
従
来
ト
ハ
全
ク
違
ツ
タ
心
構
ガ
必
要
ナ
ノ
デ
ア
リ
マ
（
す
）。

そ
し
て
、
こ
の
訓
示
の
最
後
に
鈴
木
首
相
が
強
調
し
た
こ
と
は
、「
戦
時
緊
急
措

置
法
」
の
意
義
と
地
方
総
監
府
と
の
関
連
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
鈴
木
首
相
は
、
成

立
し
た
ば
か
り
の
「
戦
時
緊
急
措
置
法
」
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

近
来
経
済
統
制
ヲ
始
メ
各
般
ノ
統
制
ガ
実
施
セ
ラ
レ
法
規
モ
従
ツ
テ
非
常
ニ

煩
瑣
ニ
ナ
リ
、
申
サ
バ
之
ヲ
施
行
ス
ル
政
府
モ
又
国
民
モ
其
ノ
法
規
ノ
末
節

ニ
束
縛
セ
ラ
ル
ル
ガ
如
キ
状
況
デ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
法
律
ヲ

施
行
ス
ル
コ
ト
ニ
依
ツ
テ
此
ノ
束
縛
ヲ
解
除
シ
直
ニ
戦
力
ヲ
集
中
発
揮
ス
ル

ニ
必
要
ナ
ル
臨
機
ノ
措
置
ヲ
講
ジ
得
ル
コ
ト
ニ
ナ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

戦
時
統
制
が
政
府
を
も
縛
る
と
い
う
逆
説
的
状
況
の
中
で
、
政
府
が
戦
争
遂
行
の

た
め
に
そ
の
「
束
縛
ヲ
解
除
」
し
て
「
臨
機
ノ
措
置
」
を
講
じ
る
こ
と
を
可
能
に
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し
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
前
節
で
引
用
し
た
同
法
第
一
条
参
照
）。
そ
し
て
、
前
述

の
と
お
り
、
同
法
で
得
た
政
府
の
権
限
を
、
地
方
総
監
に
委
譲
す
る
こ
と
を
約
束

し
た
の
で
あ
っ
た
。

鈴
木
首
相
の
こ
の
訓
示
は
、
本
土
決
戦
が
必
至
と
さ
れ
る
絶
望
的
な
戦
局
の
下

で
、〈
帝
国
の
分
断
〉
が
生
じ
た
際
に
も
、
全
国
を
八
つ
の
管
轄
区
域
に
分
け
た
地

方
総
監
府
体
制
の
構
築
に
よ
っ
て
、
国
家＝

国
体
の
存
続
を
図
ろ
う
と
す
る
意
図

が
垣
間
見
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
敗
戦
前
後
に
島
根
県
知
事
を

務
め
た
山
田
武
雄
が
、「
松
江
騒
擾
事
件
（
徹
底
抗
戦
を
主
張
す
る
一
団
に
よ
る
島

根
県
庁
焼
討
事
件
）」
を
回
想
す
る
中
で
、「
敵
上
陸
せ
ば
、
男
女
老
若
を
問
わ
ず
、

尊
き
方
を
お
迎
え
し
、
三
瓶
山
ま
で
戦
い
抜
き
、
最
後
の
お
詫
び
を
す
る
決
心
で

あ
り
、
そ
の
旗
印
と
し
て
、
神
州
不
滅
皇
国
護
持
を
心
中
深
く
持
っ
て
い
１０た
」
と

述
べ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
、「
天
皇
の
官
僚
」
に
共
通
す
る
意
識
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
首
相
訓
示
に
続
く
安
倍
源
基
内
務
大
臣
の
説
示
で
は
、
地
方
総
監
府
が
何

よ
り
も
「
決
戦
態
勢
確
立
ノ
為
ノ
地
方
ニ
於
ケ
ル
中
枢
行
政
指
揮
機
関
」
で
あ
る

こ
と
が
第
一
に
強
調
さ
れ
、
そ
の
実
質
化
の
た
め
に
「
所
謂
実
施
機
関
事
務
機
関

デ
ハ
ナ
ク
統
轄
機
関
タ
ル
コ
ト
ヲ
其
ノ
本
体
ト
ス
ル
」
と
の
位
置
づ
け
を
示
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
、「
当
該
地
方
ノ
実
情
ニ
即
シ
」

て
い
る
こ
と
、「
行
政
ノ
統
一
的
運
営
」
を
重
視
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、

併
せ
て
「
参
与
会
」
の
設
置
に
言
及
し
て
い
１１た
。

こ
の
地
方
総
監
府
の
「
参
与
」
は
一
九
四
五
年
六
月
一
〇
日
の
勅
令
第
三
百
五

十
二
号
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、「
地
方
総
監
府
ノ
府
務
に
参
与
セ
シ
ム
ル
為
各
地

方
総
監
府
ニ
」「
内
務
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
内
閣
ニ
於

テ
」「
若
干
人
」
を
命
じ
た
も
の
で
あ
１２り
、
同
年
六
月
二
二
日
の
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
で
若
干
の
改
正
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
（
任
期
を
一
年
と
し
１３た
）、
そ

の
構
成
と
運
営
に
つ
い
て
は
、
内
務
次
官
通
牒
で
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
１４た
。

こ
の
通
牒
で
は
、
参
与
は
、「
主
ト
シ
テ
当
該
地
方
ニ
居
住
シ
且
当
該
地
方
ニ
関
係

ア
ル
左
ノ
範
囲
ノ
者
ノ
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
任
ス
ル
コ
ト
」
と
し
、「
貴
衆
両
院
議
員
関

係

都
道
府
県
会
議
員
関
係

市
町
村
関
係

各
種
団
体
関
係

学
術
関
係

報

道
関
係

其
ノ
他
学
識
経
験
ア
ル
者
」
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
の
参
与
の
運
営
に
つ

い
て
は
、「
参
与
ノ
職
責
ハ
求
ニ
応
ジ
又
ハ
自
ラ
意
見
ヲ
開
申
シ
行
政
ノ
適
正
強
力

ナ
ル
運
営
ニ
寄
与
ス
ル
」
と
し
た
外
、「
戦
時
緊
急
措
置
法
ニ
基
ク
措
置
ニ
関
シ
地

方
総
監
ヨ
リ
諮
問
又
ハ
報
告
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
参
与
会
ヲ
開
キ
意
見
ヲ
答

申
シ
又
ハ
報
告
ヲ
聴
取
ス
ル
コ
ト
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
地
方
総
監
の

助
言
・
諮
問
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
、「
戦
時

緊
急
措
置
法
」
の
運
用
に
関
し
て
は
、

一

戦
時
緊
急
措
置
法
ニ
基
キ
地
方
総
監
ノ
為
ス
措
置
ニ
シ
テ
左
ニ
掲
グ
ル

モ
ノ
（
軍
機
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ハ
地
方
総
監
ヨ
リ
参
与
ニ
諮
問

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト

但
シ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
事

後
ニ
報
告
ス
ル
コ
ト

（
一
）
同
法
第
一
条
ノ
規
定
ニ
基
キ
テ
発
ス
ル
地
方
総
監
府
令
ニ
シ
テ
法

律
ヲ
以
テ
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
ベ
キ
モ
ノ
ニ
係
ル
モ
ノ

（
二
）
同
条
ニ
基
キ
テ
発
ス
ル
地
方
総
監
府
令
ニ
シ
テ
前
号
ニ
準
ズ
ル
重

要
性
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
例
ヘ
バ
国
家
総
動
員
法
等
ニ
基
ク
勅
令
ヲ
変

更
ス
ル
ガ
如
キ
重
要
ナ
ル
モ
ノ

（
三
）
関
係
ノ
規
定
ニ
基
キ
テ
為
ス
地
方
総
監
ノ
一
般
的
処
分
（
許
認
可

等
個
別
的
処
分
ヲ
含
マ
ズ
）
ニ
シ
テ
第
一
号
ニ
準
ズ
ル
重
要
性
ヲ

有
ス
ル
モ
ノ

例
ヘ
バ
地
方
総
監
府
ノ
管
轄
区
域
ノ
全
般
ニ
亘
リ

地
方
総
監
府
告
示
等
ヲ
以
テ
行
フ
ガ
如
キ
重
要
ナ
ル
モ
ノ

社
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二

地
方
総
監
ニ
於
テ
同
条
ノ
措
置
ヲ
為
ス
場
合
ハ
事
態
急
迫
ノ

為
交
通
又
ハ
通
信
困
難
ト
為
リ
タ
ル
場
合
其
ノ
他
已
ム
コ
ト

ヲ
得
ザ
ル
場
合
ニ
限
ラ
レ
法
第
四
条
及
令
第
四
条
ニ
依
リ
戦

時
急
措
緊
置
法
委
員
会
ニ
諮
問
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
ベ
キ
ヲ

以
テ
事
後
ニ
主
務
大
臣
及
内
務
大
臣
ニ
措
置
ノ
顛
末
ヲ
（
前

項
ニ
依
リ
参
与
ニ
諮
問
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
答
申
ト
共
ニ
）

報
告
シ
主
務
大
臣
ヨ
リ
戦
時
緊
急
措
置
委
員
会
ニ
報
告
ス
ル

ヤ
ウ
取
計
フ
コ
ト

尚
軍
機
ニ
関
ス
ル
措
置
ニ
付
テ
ハ
戦
時
緊
急
措
置
委
員
会
又

ハ
参
与
ニ
対
シ
諮
問
又
ハ
報
告
ス
ル
ノ
要
ナ
キ
モ
主
務
大
臣

ニ
対
シ
テ
ハ
右
ニ
準
シ
之
ヲ
報
告
ス
ル
コ
ト

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
参
与
は
、「
戦
時
緊
急
措
置
法
」

に
基
づ
い
て
地
方
総
監
が
行
う
措
置
に
関
す
る
諮
問
機
関
と
さ
れ
て
い

た
が
、
諮
問
基
準
が
「
地
方
総
監
府
令
ニ
シ
テ
法
律
ヲ
以
テ
帝
国
議
会

ノ
協
賛
ヲ
経
ベ
キ
モ
ノ
ニ
係
ル
モ
ノ
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
中
央
政
府
に
対
す
る
帝
国
議
会
の
役
割
を
、
議
決
機
関
か
ら
諮
問

機
関
に
権
限
を
弱
化
さ
せ
て
果
た
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
し
か
し
、「
軍
機
」
関
係
事
項
の
除
外
や
事
後
報
告
規
定
な
ど
、
諮
問

会
と
し
て
も
、
そ
の
制
度
上
の
権
限
は
ま
っ
た
く
薄
弱
な
も
の
と
さ
れ
る
一
方
、

主
務
大
臣
（
内
務
大
臣
）
へ
の
報
告
規
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
総
監
府
に

対
す
る
内
務
省
の
統
轄
権
の
確
保
に
注
意
が
払
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
地
方
総
監
会
議
に
引
き
続
い
て
内
務
省
で
開
催
さ
れ
た
地
方
総
監
府
官

房
主
幹
会
議
で
は
、
政
府
各
省
の
部
長
・
局
長
級
の
官
僚
と
軍
部
か
ら
、
よ
り
具

体
的
な
情
勢
と
政
策
方
針
が
伝
達
さ
れ
、
懇
談
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
の
第

一
回
官
房
主
幹
会
議
【
表
３
―
２
】
で
な
さ
れ
た
椎
名
軍
需
次
官
の
挨
拶
で
は
、

地
方
総
監
府
の
外
局
と
し
て
編
成
替
え
さ
れ
た
地
方
軍
需
監
理
局
と
地
方
総
監
府

と
の
一
体
性
の
確
保
が
強
調
さ
れ
、
こ
れ
を
軍
需
省
と
内
務
省
の
連
絡
が
担
保
す

る
と
し
て
い
た
（「
朝
日
新
聞
」
一
九
四
五
年
六
月
二
一
日
）。
地
方
総
監
府
は
こ

の
点
で
も
、
中
央
政
府
の
「
戦
時
体
制
型
相
似
形
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
第
一
回
官
房
主
幹
会
議
」
に
つ
い
て
は
「
会
議
日
程
」
が
残
さ
れ
て
い

る
（【
図
１
】）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
日
程
は
「
朝
日
新
聞
」
所
載
の
も
の
と
若

出典：「地方総監府官房主幹会議日程」（「昭和二十年六月 地方総監府関係」３Ａ－１３－８－
１２３）国立公文書館所蔵
注：ゴシック・太字は謄写印刷、明朝体細字は手書きによる書き込み。■は判読不能文字

【図１】第１回地方総監府官房主幹会議日程表
（１９４５年６月２０日開催、於・内務省）
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干
異
な
る
外
、
出
席
者
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
会
議
の
実
際

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
会
議
冒
頭
の
陸
軍
省
の
説
明
で
は
、
那

須
兵
務
課
長
と
畑
中
少
佐
が
立
ち
、「
沖
縄
作
戦
ト
民
衆
指
導

義
勇
戦
闘
隊

軍

管
区
司
令
部
ト
地
方
総
監
府
ト
ノ
連
繋
方
途
」
が
話
さ
れ
た
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

今
後
、
こ
う
し
た
史
料
の
調
査
・
確
認
に
よ
っ
て
、
会
議
実
態
を
究
明
す
る
こ
と

も
課
題
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、
地
方
総
監
府
創
設
後
一
〇
日
を
経
ず
し
て
開
催
さ
れ
た
最

初
の
地
方
総
監
会
議
と
そ
れ
に
続
く
官
房
主
幹
会
議
の
内
容
を
検
討
し
た
が
、
こ

の
よ
う
な
会
議
が
【
表
３
―
１
】
〜
【
表
６
】
に
示
し
た
よ
う
に
四
回
開
催
さ
れ

て
い
た
。
地
方
総
監
会
議
の
実
態
化
と
そ
の
機
能
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ

ら
四
回
の
会
議
の
実
態
を
究
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
１５る
。

お
わ
り
に

地
方
総
監
府
制
の
運
用
過
程
に
関
す
る
基
礎
的
問
題
と
し
て
、
現
時
点
で
指
摘

で
き
る
点
は
、
大
要
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
実
態
の
さ
ら
に
精
確
な
究
明

は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
筆
者
の
研
究
課
題
か
ら
す
れ
ば
、
地
方
総
監
府
を
地

方
長
官
会
議
の
歴
史
的
展
開
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、『
内
務
省
史
』
第
三
巻
が
、
地
方
長
官
会
議
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
１６い
。

地
方
長
官
会
議
は
、
内
閣
の
意
を
体
し
て
、
内
務
大
臣
が
国
の
総
合
出
先
行

政
機
関
の
長
で
あ
る
地
方
長
官
を
招
集
し
て
行
な
う
会
議
で
あ
り
、
同
時
に
、

府
県
自
治
体
の
長
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
府
県
知
事
の
会
議
で
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
地
方
長
官
会
議
の
二
重
の
性
格
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
規
定
し
て
い
る
の
が
、「
国
の
総
合
出
先
行
政
機
関
」
と
「
府
県
自
治
体
」（
国

家
機
関
で
あ
る
府
県
は
自
治
体
で
は
な
い
が
、
在
地
か
ら
の
規
定
を
受
け
て
、
中

央
政
府
か
ら
相
対
的
に
独
自
の
行
政
を
施
行
す
る
契
機
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で

は
理
解
で
き
る
）
と
い
う
府�

県�

の�

二�

重�

性�

と
、「
地
方
長
官
」
と
「
知
事
」
と
い
う

府�

県�

知�

事�

の�

二�

重�

性�

を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
実
際
、
地
方
長
官
会
議
関
係
史
料
、

と
く
に
新
聞
報
道
を
追
跡
し
て
い
く
と
、
地
方
長
官
会
議
に
参
加
し
た
知
事
が
地

方
ご
と
に
独
自
の
協
議
を
行
い
、
ま
た
、
東
北
六
県
の
知
事
の
よ
う
に
連
繋
し
て

政
府
に
要
請
行
動
を
行
う
動
き
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
「
府
県
の
二
重
性
」「
府
県
知
事
の
二
重
性
」
に
規
定
さ

れ
た
国
家
の
地
方
統
轄
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
地
方
長
官
会
議
の
歴
史
的
諸
段
階
を

検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
（
竹
永
三
男
二
〇
〇
五
年
ほ
か
）、
地
方
総
監
府
の
歴

史
的
分
析
に
際
し
て
も
、
こ
れ
を
府
県
の
自
律
的
・
地
方
的
連
携
の
動
き
と
の
関

連
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
総
監
府
の
制
度
と

機
能
の
乖
離
に
つ
い
て
の
滝
口
剛
氏
の
指
摘
に
関
し
て
言
え
ば
（
滝
口
剛
二
〇
〇

一
年
）、
こ
の
地
方
総
監
府
体
制
の
下
で
の
府
県
の
自
律
的
動
き
を
、「
決
戦
態
勢
」

下
の
地
方
行
政
の
実
態
と
し
て
、
前
後
四
回
の
地
方
総
監
会
議
と
そ
の
伝
達
会
議

を
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
『
日
本
近
現
代
史
辞
典
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
八
年
（
渡
部
徹
氏
執
筆
）、

『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
（
三
沢
潤
生
氏
執

筆
）、『
日
本
歴
史
大
事
典
』
２
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
（
大
石
嘉
一
郎
氏
執

筆
）

２

戦
前
期
官
僚
制
研
究
会
編
・
秦
郁
彦
著
『
戦
前
期
日
本
官
僚
制
の
制
度
・
組

織
・
人
事
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月

一
一



３
「
昭
和
二
十
年
六
月

地
方
総
監
府
関
係

行
政
課
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵

自
治
省
�
／３Ａ

－１３
－８
－１２３

）
所
収
の
、
一
九
四
五
年
四
月
一
八
日
の
「
州
庁

制
設
置
要
綱
（
案
）」「
州
庁
制
ノ
利
弊
」「
道
州
制
案
ニ
関
ス
ル
諸
問
題
」。

４

ソ
連
参
戦
後
、
樺
太
の
支
配
を
失
っ
た
北
海
地
方
が
地
方
行
政
事
務
局
設
置

対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
行
政
協
議
会
設
置
当
初
、「
北
陸
地
方
」

に
区
分
さ
れ
た
新
潟
県
、
富
山
県
、
石
川
県
、
福
井
県
、
長
野
県
の
五
県
は
、

一
九
四
五
年
一
月
三
一
日
に
勅
令
第
四
十
四
号
で
解
体
さ
れ
、
新
潟
県
・
長

野
県
が
「
信
越
」
と
し
て
関
東
と
、
富
山
県
・
石
川
県
が
「
北
陸
」
と
し
て

東
海
と
そ
れ
ぞ
れ
一
括
さ
れ
、
福
井
県
は
近
畿
地
方
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い

る
。

５

占
領
下
の
地
方
行
政
統
轄
シ
ス
テ
ム
の
再
編
と
い
う
観
点
か
ら
地
方
総
監
府

と
地
方
行
政
事
務
局
と
の
関
連
を
分
析
す
る
場
合
、
矢
野
信
幸
氏
が
提
起
し

た
内
閣
と
内
務
省
の
管
轄
権
を
め
ぐ
る
対
抗
関
係
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
対
日
占
領
政
策
の
中
で
の
地
方
行
政
制
度
の
改
革
方
針
と
の
関
係

を
見
据
え
て
、
地
方
自
治
法
制
定
過
程
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

６
「
地
方
総
監
会
議
内
閣
総
理
大
臣
訓
示
（
二
〇
、
六
、
一
九
）」「
昭
和
二
十
年

六
月

地
方
総
監
府
ニ
関
ス
ル
件

内
閣
官
房
総
務
課
長
」（
国
立
公
文
書
館

所
蔵
、２Ａ

－４０
－２９８

）
所
収

７

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

R
ef.Ａ
０４０１７７０８１００

、
御
署
名
原
本
・
昭
和

二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
「
戦
時
緊
急
措
置
法
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵

８
「
朝
日
新
聞
」
が
報
じ
た
こ
の
会
議
の
内
容
は
、
こ
の
会
議
文
書
「
地
方
総
監

会
議
次
第
」（「
昭
和
二
十
年
六
月

地
方
総
監
府
関
係

行
政
課
」
国
立
公

文
書
館
所
蔵

自
治
省
�
／３Ａ

－１３
－８
－１２３

所
収
）
と
同
じ
で
あ
り
、
新
聞

報
道
が
正
確
で
あ
る
場
合
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

９
「
極
秘

地
方
総
監
会
議
内
閣
総
理
大
臣
訓
示
（
二
〇
、
六
、
一
九
）」「
昭
和

二
十
年
六
月

地
方
総
監
府
ニ
関
ス
ル
件

内
閣
官
房
総
務
課
長
」（
国
立
公

文
書
館
所
蔵
、２Ａ

－４０
－２９８

）
所
収
。
同
文
書
冒
頭
に
は
、「
発
表
シ
タ
ル
モ

ノ
ト
異
ナ
ル
ニ
付
注
意
ヲ
要
ス
」
と
の
付
箋
が
あ
る
。

１０

山
田
武
雄
「
島
根
県
庁
焼
打
事
件
」『
大
霞
』
第
四
三
号
、
一
九
七
九
年
。
松

尾
寿
・
田
中
義
昭
・
渡
邊
貞
幸
・
大
日
方
克
己
・
井
上
寛
司
・
竹
永
三
男
『
島

根
県
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年

１１

前
掲
注
３
「
昭
和
二
十
年
六
月

地
方
総
監
府
関
係
」

１２
『
官
報
』
号
外
、
一
九
四
五
年
六
月
一
〇
日

１３
『
官
報
』
第
五
五
三
二
号
、
一
九
四
五
年
六
月
二
三
日

１４
「
地
方
総
監
府
参
与
ノ
構
成
及
運
営
等
ニ
関
ス
ル
件
依
命
通
牒
」「
昭
和
二
十

年
六
月

地
方
総
監
府
関
係

行
政
課
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵

自
治
省
�

／３Ａ
－１３

－８
－１２３

）
所
収

１５

こ
の
中
、
最
後
に
「
地
方
総
監
及
地
方
長
官
会
議
」
と
し
て
開
催
さ
れ
た
、

幣
原
喜
重
郎
内
閣
下
の
一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
会
議
に
つ
い
て
は
、「
懇

談
」
の
速
記
録
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
昭
和
二
十
年
十
一
月
二
日
地
方
総

監
及
地
方
長
官
会
議
記
録
」
総
理
府
・
昭
和
五
七
年
度
／２Ａ

－２９
－１４２

所
収
）

の
翻
刻
と
併
せ
て
若
干
の
検
討
を
加
え
た
が
（
竹
永
三
男
二
〇
〇
九
年
）、
引

き
続
き
課
題
と
し
た
い
。

１６
「
第
五
章

地
方
長
官
会
議
」
大
霞
会
内
務
省
史
編
集
委
員
会
編
『
内
務
省
史
』

第
三
巻
、
大
霞
会
、
一
九
七
一
年

地
方
総
監
府
・
地
方
総
監
会
議
に
関
す
る
基
礎
的
検
討

一
二



〔
参
考
文
献
〕

大
霞
会
内
務
省
史
編
集
委
員
会
編
『
内
務
省
史
』
第
一
巻
、
大
霞
会
、
一
九
七
一

年

大
霞
会
内
務
省
史
編
集
委
員
会
編
『
内
務
省
史
』
第
三
巻
、
大
霞
会
、
一
九
七
一

年

滝
口
剛
「
地
方
行
政
協
議
会
と
戦
時
業
務

東
条
・
小
磯
内
閣
の
内
務
行
政
」

（
１
）
〜
（
３
）、『
阪
大
法
学
』
５０－

３
、
５０－

５
、
５１－

１
、
二
〇
〇
〇
〜

二
〇
〇
一
年

中
国
地
方
総
監
府
誌
刊
行
会
『
中
国
地
方
総
監
府
誌

原
爆
被
災
記
録
』
一
九
七

二
年
（
家
永
三
郎
・
小
田
切
秀
雄
・
黒
古
一
夫
編
『
日
本
の
原
爆
記
録
』

６
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
一
年
所
収
）

矢
野
信
幸
「
太
平
洋
戦
争
末
期
に
お
け
る
内
閣
機
能
強
化
構
想
の
展
開
－
地
方
総

監
府
の
設
置
を
め
ぐ
っ
て
」『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
七
編
第
四
号
、
一
九
九

八
年

横
島
公
司
「
地
方
総
監
府
の
制
度
と
運
用
―
戦
前
期
の
地
方
広
域
行
政
再
編
を
め

ぐ
る
一
過
程
―
」
桑
原
真
人
・
山
田
玲
良
・
石
井
聡
・
横
島
公
司
編
『
北

海
道
と
道
州
制
―
歴
史
と
現
状
・
国
際
比
較
―
』
札
幌
大
学
附
属
総
合
研

究
所
、
二
〇
一
二
年

〔
竹
永
三
男
地
方
長
官
会
議
研
究
関
係
文
献
〕

「
地
方
長
官
会
議
に
関
す
る
覚
書
」
宮
川
秀
一
編
『
日
本
史
に
お
け
る
国
家
と
社
会
』

思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
所
収

「
近
代
日
本
に
お
け
る
中
央
・
地
方
・
地
域
―
地
方
長
官
会
議
、
同
郷
会
・
同
郷
人

雑
誌
を
素
材
と
し
て
」
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
社
会
の
史

的
構
造

近
世
・
近
代
編
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
所
収

「
原
敬
と
地
方
長
官
会
議
―
日
露
戦
後
に
お
け
る
地
方
長
官
会
議
の
確
立
」『
社
会

シ
ス
テ
ム
論
集
』
一
、
一
九
九
六
年

「
第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
期
の
地
方
長
官
会
議
小
考
」『
部
落
問
題
研
究
』
一
六
七
、

二
〇
〇
四
年

「
地
方
長
官
会
議
と
部
落
問
題
」『
部
落
問
題
研
究
』
一
七
二
、
二
〇
〇
五
年
ａ

「
地
方
長
官
会
議
に
お
け
る
昭
和
天
皇
の
『
下
問
』
と
知
事
の
『
地
方
事
情
奏
上
』

―
地
方
新
聞
の
関
係
記
事
の
検
討
―
」『
社
会
文
化
論
集
』
第
二
号
、
二
〇

〇
五
年
ｂ

「
昭
和
天
皇
と
地
方
長
官
会
議
―
『
下
問
』
と
『
地
方
事
情
奏
上
』
の
分
析
―
」『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
第
一
九
八
号
、
二
〇
〇
六
年

「
敗
戦
後
の
『
地
方
総
監
及
地
方
長
官
会
議
』・『
地
方
長
官
会
議
』
に
関
す
る
覚
書
」

相
良
英
輔
先
生
退
職
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
た
た
ら
製
鉄
・
石
見
銀
山
と

地
域
社
会
―
近
世
近
代
の
中
国
地
方
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
ａ
所

収

「
地
方
長
官
会
議
の
歴
史
的
研
究
と
地
方
長
官
会
議
関
係
文
書
」『
岡
山
県
立
記
録

資
料
館
紀
要
』
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
ｂ

「
幣
原
喜
重
郎
内
閣
期
の
『
地
方
総
監
及
地
方
長
官
会
議
』・『
地
方
長
官
会
議
』
に

お
け
る
懇
談
速
記
録
」『
社
会
文
化
論
集
』
第
五
号
、
二
〇
〇
九
年

「
吉
田
茂
内
閣
期
の
『
地
方
長
官
会
議
』
に
お
け
る
懇
談
速
記
録
」『
社
会
文
化
論

集
』
第
六
号
、
二
〇
一
〇
年

「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
の
地
方
長
官
会
議
と
昭
和
天
皇
」『
社
会
文
化
論
集
」
第

七
号
、
二
〇
一
一
年

「
地
方
長
官
会
議
に
お
け
る
福
島
県
知
事
の
地
方
事
情
奏
上
と
昭
和
天
皇
の
下
問
」

『
社
会
文
化
論
集
』
第
八
号
、
二
〇
一
二
年

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月

一
三



【表１】地方総監府（地方総監府官制）と地方行政協議会（地方行政協議会令）の比較
注：①「地方行政協議会令」第一条の「綜合連絡調整」は、１９４５年１月３１日の勅令第四十四号で「統一及推進」に改められ
た（その他の改正は省略）。

昭和二十年十一月六日 勅令第六百二十二号
地方行政事務局設置制

朕地方行政事務局設置制ヲ裁可シ茲ニ
之ヲ公布セシム

内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎

第一条 地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜
合連絡調整ヲ図ル為地方行政事務局
ヲ置ク

地方行政事務局ノ名称、位置及管轄
区域ハ別表第一ニ依ル

第二条 地方行政事務局ニ通ジテ左ノ
職員ヲ置ク
長官
次長 七人 勅任
書記官 専任十八人 奏任
事務官 専任七人 奏任
属 専任七十五人 判任
長官ハ地方行政事務局ノ所在地ヲ管
轄スル地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
次長ハ各地方行政事務局ニ一人ヲ置
ク
長官及次長ヺ除クノ外第一項ノ職員
ノ各地方行政事務局ニ於ケル定員ハ
内務大臣之ヲ定ム

第三条 長官ハ行政各般ニ亙ル綜合連
絡調整ニ付テハ内閣総理大臣ノ指揮
監督ヲ承ケ内閣又ハ各省ノ主務ニ属
スル事項ニ付テハ内閣総理大臣又ハ
各省大臣ノ指揮監督ヲ承ク
地方行政事務局ニ関スル事務ハ内務
大臣之ヲ管理ス

第五条 内閣総理大臣又ハ各省大臣ハ
其ノ定ムル所ニ依リ地方行政事務局
長官ヲシテ当該大臣ノ職権ノ一部ヲ
行ハシムルコトヲ得

第六条 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督
シ高等官ノ功過ハ内務大臣ニ具状シ
判任官ノ進退ハ之ヲ行フ

昭和二十年六月十日勅令第三百五十号
地方総監府官制

朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ地方総監府官
制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基

第一条 地方総監ハ大東亜戦争ニ際シ
地方ニ於ケル各般ノ行政ヲ統轄シ法
令又ハ特別ノ委任ニ依リ其ノ職権ニ
関スル事務ヲ管理ス

地方総監府ノ名称、位置及管轄区域
ハ別表ニ依ル

第二条 地方総監府ニハ通ジテ左ノ職
員ヲ置ク
地方総監 親任
地方副総監 六人 勅任
参事官 専任三十人 勅任
秘書官 専任八人 奏任
副参事官 専任百十七人 奏任
事務官 専任五十九人 奏任
属 専任四百二十六人 判任
地方副総監ハ北海地方総監府及四国
地方総監府ニハ之ヲ置カズ
地方総監、地方副総監及秘書官ヲ除
クノ外第一項ノ職員ノ各地方総監府
ニ於ケル定員ハ内務大臣之ヲ定ム

第三条 地方総監ハ行政全般ノ統轄ニ
付テハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承
ケ内閣又ハ各省ノ主務ニ付テハ内閣
総理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ
承ク
第四条 地方総監府ニ関スル事務ハ内
務大臣之ヲ統理ス

第五条 地方総監ハ其ノ職権又ハ特別
ノ委任ニ依リ管内一般又ハ其ノ一部
ニ地方総監府令ヲ発シ之ニ三月以下
ノ懲役若ハ禁錮、拘留、百円以下ノ罰
金又ハ科料ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
第六条 地方総監ハ非常急変ノ場合ニ
臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ為兵備ヲ
要スルトキハ当該地方ノ陸海軍ノ司
令官ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第七条 地方総監ハ所部ノ官吏ヲ指揮
監督シ高等官ノ功過ハ内務大臣ニ具
状シ判任官ノ進退ハ之ヲ行フ

昭和十八年六月三十日勅令第五百四十八号
地方行政協議会令

朕地方行政協議会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ
公布セシム

内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島 健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸 信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
外務大臣 重光 葵
農林大臣 山崎達之助
文部大臣子爵 岡部長景

第一条 地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜
合連絡調整①ヲ図ル為北海地方、東
北地方、関東地方、東海地方、北陸
地方、近畿地方、中国地方、四国地
方及九州地方ニ地方行政協議会ヲ置
ク
前項ノ地方区分並ニ協議会ノ名称及
之ヲ附置スベキ都庁府県左ノ如シ

第二條 協議会ハ会長一人及委員若干
人ヲ以テ之ヲ組織ス

第三条 会長ハ協議会ヲ附置セラレタ
ル都庁府県（以下当該都庁府県ト称
ス）ノ長官ヲ以テ之ニ充ツ

第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之
ニ充ツ
一 当該地方ニ於ケル庁府県長官
二 当該地方ニ付管轄権ヲ有スル財
務局長、税関長、地方専売局長、
営林局長、鉱山監督局長、地方燃
料局長、逓信局長、海務局長及鉄
道局長
三 当該地方ニ関係アル工務官事務
所長、労務官事務所長其ノ他ノ官
衙ノ長ニシテ内閣総理大臣ノ指定
スルモノ

第七条 会長ハ内閣総理大臣ノ監督ノ
下ニ於テ会務ヲ総理ス
第十三条 本令ニ規定スルモノヲ除ク
ノ外協議会ノ議事規則其ノ他協議会
ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣
之ヲ定ム

第五条 会長ハ事案ノ性質ニ応ジ委員
ノ一部ヲ以テ会議ヲ開クコトヲ得

名称

上諭

副署

目的

設置
管轄

職員
定員
配置

指揮
系統

権限

地
方
総
監
府
・
地
方
総
監
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議
に
関
す
る
基
礎
的
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四



地方行政事務局設置制

第四条 長官ハ別表第二ニ属スル地方
官衙ノ長ニシテ管内ニ関係アル者ニ
対シ当該地方ニ於ケル各般ノ行政ノ
綜合連絡調整上必要ナル指示ヲ為ス
コトヲ得

第七条 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理
シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代
理ス

第八条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ
承ケ事務ヲ掌ル

第九条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ
従事ス
第十条 地方行政事務局ニ地方行政連
絡会議ヲ附置ス
地方行政連絡会議ハ地方行政事務局
長官及第四条ニ規定スル地方官衙ノ
長ヲ以テ組織ス
地方行政連絡会議ハ地方行政事務局
長官之ヲ主宰ス
第三項ニ定ムルモノヲ除クノ外地方
行政連絡会議ニ関シ必要ナル事項ハ
内務大臣之ヲ定ム

附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

アジア歴史資料センター Ref.A
０４０１７７７３０００ 御署名原本、昭和二十
年勅令第六二二号「地方行政事務局設
置制」（国立公文書館所蔵）

地方総監府官制

第八条 地方総監ハ管内ニ関係アル地
方官衙ノ長ニシテ勅令ヲ以テ指定ス
ルモノ（以下地方官衙ノ長ト称ス）
ヲ指揮監督シ其ノ功過ハ当該地方官
衙ノ所管大臣ニ具状スルモノトス
第九条 地方総監ハ地方官衙ノ長ノ命
令又ハ処分ニシテ成規ニ違ヒ、公益
ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認
ムルトキハ其ノ命令又ハ処分ヲ取消
シ又ハ停止スルコトヲ得
第十条 地方総監ハ其ノ職権ニ関スル
事務ノ一部ヲ地方官衙ノ長ニ委任ス
ルコトヲ得

第十一条 地方副総監ハ地方総監ヲ佐
ケ府務ヲ整理シ各部ノ事務ヲ監督シ
地方総監事故アルトキハ其ノ職務ヲ
代理ス
北海地方総監府及四国地方総監府ニ
在リテハ地方総監事故アルトキハ内
務大臣ニ於テ参事官ノ一人ヲシテ其
ノ職務ヲ代理セシム
地方総監ハ地方総監府ノ官吏ヲシテ
其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムル
コトヲ得
第十二条 地方総監府ニ総監官房及所
要ノ部ヲ置ク
部長ハ参事官ヲ以テ之ニ充ツ
総監官房及各部ノ事務ノ分掌ハ内務
大臣之ヲ定ム
第十三条 参事官ハ地方総監ノ命ヲ承
ケ事務ヲ掌ル
第十四条 秘書官ハ地方総監ノ命ヲ承
ケ機密ニ属スル事務ヲ掌ル
第十五条 副参事官及事務官ハ上官ノ
命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務
ニ従事ス
略

附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

アジア歴史資料センター Ref.A
０４０１７７４５８００、御署名原本、昭和二十
年勅令第三五〇号「地方総監府官制」
（国立公文書館所蔵）

地方行政協議会令

第四条 （前出協議会委員構成）

第八条 会長ハ協議会ノ事務ニ関シ必
要アルトキハ関係官衙ニ対シ資料ノ
提出、説明其ノ他ノ共助ヲ求ムルコ
トヲ得

第十条 会長ハ須要ニ応ジ第四条ニ規
定スル関係官衙ノ高等官ニ幹事ヲ委
嘱シ会長及主幹ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ
整理セシムルコトヲ得

第六条 委員事故アルトキハ会長ノ承
認ヲ受ケ部下ノ官吏ヲ其ノ代理者ト
シテ会議ニ参与セシムルコトヲ得

第九条 協議会ニ主幹ヲ置ク当該都庁
府県ニ配置セラレタル地方参事官ヲ
以テ之ニ充ツ
主幹ハ会長ヲ補佐シ会長事故アルト
キハ其ノ職務ヲ代理ス

第十一条 協議会ノ庶務ハ当該都庁府
県之ヲ掌リ長官官房又ハ知事官房ノ
主幹トス

第十二条 協議会ニ関スル事務ニ従事
セシムル為当該都庁府県ニ臨時ニ属
専任二人ヲ増置ス

附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

アジア歴史資料センター Ref.A
０３０２２８４４１００、御署名原本・昭和十八
年勅令第五四八号「地方行政協議会
令」（国立公文書館所蔵）

名称

地方
官衙
との
関係

職員
委員
の職
掌等

その
他

施行日

出典

【表２－１】「地方行政協議会」の設置区分（当初）（１９４３年６月３０日勅令第５４８号地方行政協議会
令による）

附置ノ都庁府県

北海道庁

宮城県

東京都

愛知県

新潟県

大阪附

広島県

愛媛県

福岡県

名称

北海地方行政協議会

東北地方行政協議会

関東地方行政協議会

東海地方行政協議会

北陸地方行政協議会

近畿地方行政協議会

中国地方行政協議会

四国地方行政協議会

九州地方行政協議会

地方区分

樺太 北海道

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

北海地方

東北地方

関東地方

東海地方

北陸地方

近畿地方

中国地方

四国地方

九州地方

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月

一
五



【表２－２】「地方行政協議会」の設置区分（改正後）（１９４５年１月３１日勅令第４４号地方行政協議
会令中改正による）

位置

北海道庁

宮城県

東京都

愛知県

大阪附

広島県

愛媛県

福岡市

名称

北海地方行政協議会

東北地方行政協議会

関東地方行政協議会

東海地方行政協議会

近畿地方行政協議会

中国地方行政協議会

四国地方行政協議会

九州地方行政協議会

地方区分

樺太 北海道

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 山梨県 新潟県 長野県

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 富山県 石川県

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 福井県

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県
鹿児島県 沖縄県

北海地方

東北地方

関東信越地方

東海北陸地方

近畿地方

中国地方

四国地方

九州地方

【表２－３】地方総監府の管轄区域（１９４５年６月１０日勅令第３５０号地方総監府官制による）

地方総監府名称位置及管轄区域表

管轄区域

樺太 北海道

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 山梨県 新潟県 長野県

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 富山県 石川県

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 福井県

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

位置

札幌市

仙台市

東京都

名古屋市

大阪市

広島市

高松市

福岡市

名 称

北海地方総監府

東北地方総監府

関東信越地方総監府

東海北陸地方総監府

近畿地方総監府

中国地方総監府

四国地方総監府

九州地方総監府

【表２－４】地方行政事務局の管轄区域（１９４５年１１月６日勅令第６２２号 地方行政事務局設置制
による）

管轄区域

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
山梨県 新潟県 長野県

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 富山県 石川県

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 福井県

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

出典：【表２－１】【表２－２】【表２－４】は、【表１】の出典に同じ。
【表２－２】は、アジア歴史資料センター Ref.A０４０１７７１５２００、御署名原本、昭和二十年勅令第四四号
「地方行政協議会令外二勅令中改正ノ件」（国立公文書館所蔵）

位置

仙台市

東京都

名古屋市

大阪市

広島市

高松市

福岡市

名 称

東北地方行政事務局

関東信越地方行政事務局

東海北陸地方行政事務局

近畿地方行政事務局

中国地方行政事務局

四国地方行政事務局

九州地方行政事務局
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【表３－１】１９４５年６月１９日開催の地方総監会議（１３時開会・１８時閉会）於・首相官邸

熊谷北海地方総監、丸山東北地方総監、西尾関東信越地方総監、小畑東海北陸地方総監、安
井近畿地方総監、大塚中国地方総監、木村四国地方総監、戸塚九州地方総監

鈴木貫太郎内閣総理大臣以下全閣僚

訓示

説示

戦況報告

戦況報告

国際情勢説明

所管事項説示

所管事項説示

所管事項説示

国力の実相及び今後とるべき措置

戦時緊急措置法に関する説明

海運の現状

出典：「朝日新聞」１９４５年６月２０日による

出席地方総監

政府側出席者

鈴木貫太郎首相

安倍源基内務大臣

阿南惟幾陸軍大臣

米内光政海軍大臣

東郷茂徳外務大臣

豊田貞次郎軍需大臣

石黒忠篤農商大臣

広瀬豊作大蔵大臣

秋永月三綜合計画局長官

村瀬直養法制局長官

野村海運局総監

【表３－２】１９４５年６月２０日開催の地方総監府官房主幹会議（９時開会、１７時散会）於・内務省

８地方総監府各官房主幹

灘尾内務次官、椎名軍需次官、内閣・各省関係局課長

地方軍需管理局と総監府との関係およびその運営について

一、陸軍省－義勇戦闘隊の要領、軍管区司令部、鎮守府司令部または警備府司令部と地方総
監府との連繋方法

一、軍需省－地方軍需監理局所掌事務の運営要領
一、文部省－学徒援護隊設立にいて
一、法制局－戦時緊急措置法の運営要領
一、綜合計画局－物価問題
一、海運総監部－国家船舶および港湾の一元的運営について
一、大蔵省－地方総監府における予算運営要領、樟脳油の増産について

地方総監府の運営に関する諸問題

出典：「朝日新聞」１９４５年６月２１日

地方総監府側出席者

政府側出席者

椎名軍需次官挨拶

関係官より説明

内務省関係局課長との懇談

【表４－１】１９４５年７月１６日開催の地方総監会議（１０時開会・１７時閉会）於・首相官邸

熊谷北海地方総監、丸山東北地方総監、西尾関東信越地方総監、小畑東海北陸地方総監、安井近畿
地方総監、大塚中国地方総監、木村四国地方総監、戸塚九州地方総監

鈴木貫太郎内閣総理大臣以下各大臣

簡単なる挨拶

軍事情勢の説明

特定兵器並に食糧の増産に関し第二四半期物動の説明

配給基準量切下げ後の食糧事情の説明

所管事項につき説明

所管事項につき説明

所管事項につき説明

所管事項につき説明

所管事項につき説明

所管事項につき説明

所管事項につき説明

所管事項につき説明

地方事情の説明

地方総監側より戦意の昂揚、地方都市爆撃戦災の対策、委譲権限ならびに予算および総監府行政の
運営等に関し率直なる意見の開陳があり、これに対し鈴木首相以下各大臣より烈々たる所感を披露

出典：「朝日新聞」１９４５年７月１７日による

出席地方総監

政府側出席者

鈴木貫太郎首相

栗原海軍少将

豊田貞次郎軍需大臣

石黒忠篤農商大臣

広瀬豊作大蔵大臣

下村情報局総裁

小日山直登運輸大臣

阿南惟幾陸軍大臣

松阪廣政司法大臣

岡田忠彦厚生大臣

安倍源基内務大臣

吉積正雄陸軍軍務局長

各地方総監

懇談
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【表４－２】１９４５年７月１７日開催の地方総監府官房主幹会議（９時開会、
１７時３０分閉会）於・内務省

物価関係の権限委譲について

最近の食糧事情

国内戦場化に伴ふ運輸対策

所管事項

出典：「朝日新聞」１９４５年７月１８日による

櫛田綜合計画局物価部長

片柳農商省食糧監理局次長

小野運輸省企画局長・藤原運輸省海運局長等

外務省・陸軍省・海軍省・軍需省・文部省・大蔵省・情報局
各代表者

【表５－１】１９４５年９月７日開催地方総監会議
（１３時３０分開会）於・首相官邸

「挨拶」

「外交経緯に関しての説明」

「政府側の指示」

「地方事情の報告」

出典：「朝日新聞」１９４５年９月８日

東久邇稔彦首相

重光葵外務大臣

政府側

各地方総監

【表５－２】１９４５５年９月８日開催の地方総監府
官房主幹会議（８時開会）於・内務省

「軍人軍属の復員状況」

「外地よりの引上げ邦人問題」

「聯合国軍進駐状況」

「戦災復興対策」

「交通、通信状況」

「資金問題」

「人口調査、選挙対策等」

出典：「朝日新聞」１９４５年９月８日

陸軍省・海軍省

外務省

神奈川県斎藤次長

厚生省

運輸省・逓信院

大蔵省

内務省・統計局

【表６】１９４５年１１月２日開催の地方総監及地方長官会議
（８時開会）於・首相官邸

訓示

宮中参内

説示

訓示

訓示

発言

説示＊

説示

説示

説示

説示

説示

説示

挨拶

挨拶

説示

説示

終戦事務情報
第１号、第２号

注：＊米内海軍大臣は、病気不参加のため説示要旨配付

幣原喜重郎内閣総理大臣

一同

堀切善次郎内務大臣

吉田茂外務大臣

児玉謙次終戦連絡中央事務局総裁

下村定陸軍大臣

米内光政海軍大臣

前田多門文部大臣

渋沢敬三大蔵大臣

松村謙三農林大臣

小笠原三九郎商工大臣

芦田均厚生大臣

田中武雄運輸大臣

松前重義逓信院総裁

高松宮日本赤十字社総裁

質疑応答

懇談

参考配付
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【表７】地方総監府発足後の組織整備と活動状況

記事日付

６月１１日

６月１１日

６月１３日

６月１６日

６月１６日

６月２３日

６月２０日

６月２１日
６月２２日

６月２２日

６月２４日

６月２７日

７月７日

７月８日

７月９日

７月１０日

７月１２日

７月１４日

７月１７日

種別＊

（２）

（１）

（２）

（３）

（１）
（１）

（６）

（６）

（１）

（６）

（３）

（４）

（４）
（５）

（５）

（３）

（２）

（４）
（５）

（２）

（１）

（３）

（５）

（２）

（４）

（３）

地方総監府関係の動き

①「地方総監府を新設 権限を大幅委譲“行政区域の道州制”実現」と
報道
②設置要領、関係人事異動（地方総監・地方副総監・参事官・軍需監理
局長官・知事等）を報道。総監８名、副総監６名以下総数６５４人
③地方総監府の外局として地方軍需監理局を新設、基本事項、航空機工
場等重要工場事務などの外の事務は都庁府県に移し、実施機関として
活用
④松阪法相、衆議院委員会で地方総監府設置に合わせ、地方総監府の所
在地に控訴院を移転する方針を言明、長崎控訴院は福岡に
⑤運輸省、地方総監府設置にともなう人事異動発令
⑥農商省、地方総監府設置にともない、参事官に３名、副参事官に１４
名転出させる人事異動発令

⑦関東信越地方総監府、東京市芝区西久保巴町・鞆絵国民学校内に設置、
午后１時半から開庁式挙行。
⑧本間精副総監（元福岡県知事）、発足に当たって談話

⑨地方総監府発足にともなう「中央の企画化」「地方の執行化」の傾向
強化に対応して、政府は「参与委員制」（１９４４年７月１日公布施行）
を廃止し、「内閣行政委員及各省行政委員制」を公布施行して、企画
と執行の調整、中央と地方の連絡の円滑化を図る

⑩関東信越地方総監府の西尾総監、本間副総監の巡閲日程
〔西尾総監〕６月１７日 東京財務局／１８日 東京地方専売局／２０日
東京鉄道局／２１日 東京地方燃料局／２２日 東京食糧事務所／２３日
東京木炭事務所／２５日 東京逓信局、東京防衛通信施設部／２６日 東
京電気通信建設事務所／２８日 警視庁
〔本間副総監〕１６日 新潟県庁／１７日 日本海事務局新潟鉄道局／１８
日 長野県庁／１９日 群馬県庁／２１日 神奈川県庁／２２日 茨城県
庁／２３日 栃木県庁／２４日 山梨県庁／２６日 埼玉県庁／２８日 千
葉県庁

⑪日本文学報国会第３４回理事会、文化人の地方疎開に対応して、地方
総監府ごとに支部を創設し、全国的活動を開始することを決定

⑫最初の地方総監会議開催

⑬最初の地方総監官房主幹会議開催
⑭農商省の「甘藷増産完遂大会期間」（６月２０日～７月５日）の主催者
に地方総監府も政府各省・都庁府県とともに加わる

⑮政府各省次官会議で中央官庁の非常執務態勢確立に付き協議。記事で
は、地方総監府は「地方行政の戦場態勢確立」と位置づけ

⑯陸軍省が中国・四国に軍管区を、海軍省が北海・東北・東海北陸・四
国・九州に地方海軍部をそれぞれ設置し、発令人事を公表

⑰沖縄戦終結に際会し鈴木首相、内閣告諭を発表。その解説記事で、政
府は地方総監府設置・権限委譲で「地方行政の戦場態勢確立を期して
ゐる」と報道

⑱軍需省、地方総監府設置にともなう軍需監理部の地方軍需監理局への
改組後初めての地方軍需監理局長官会同を開催し、東北以外の７長官
出席
豊田軍需相、本土決戦に備え軍需生産行政の地域的自立自活態勢の確
立などを訓示

⑲内務省、地方総監権限を委譲する内務省令を公布・施行し発表

⑳農商省機構改革発表。機構を簡素化して職員の地方総監府出向を図る

�鉄鋼統制会、本土決戦に対処する鉄鋼生産の自給自戦態勢整備確立の
ため機構改組。地方総監府開設に対応して地方組織を拡充強化
�安倍内相、島田沖縄県知事への賞詞を地方総監・各知事等に布達

�文部省、地方総監府等への権限委譲のため機構改革。学徒動員局を設
置

�内務省、地方総監府との連絡確保等のために省内に地方局が掌理する
地方連絡室を設置。地方総監府には原則として毎月１回、庁府県には
随時参与・室員を派遣することとする

�文部省、国民義勇隊の中核として位置づける学徒隊に付き文相直属の
学徒指導班の常設を決定。地方総監府の区域ごとに担当を定める

月 日

６月１０日

６月１１日

６月１６日

６月１６日
～２８日

６月１８日

６月１９日

６月２０日
６月２０日
～７月５日

６月２１日

６月２３日

６月２６日

７月４日
・５日

７月７日

７月８日

７月９日

７月１１日

７月１３日

７月 日
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【表７】地方総監府発足後の組織整備と活動状況（つづき）

記事日付

７月１７日

７月１８日

７月１９日

７月２０日

７月２５日

７月２７日

７月２９日
７月３０日

７月２８日

８月３日

８月４日

８月５日

８月９日

８月１０日

８月１６日

８月１９日

８月２０日

８月２６日

８月２７日

８月２９日

８月３１日

９月８日

９月９日

９月１４日

種別＊

（４）

（４）

（６）

（２）

（４）

（６）

（２）
（２）

（４）

（５）

（５）

（６）

（２）
（３）

（３）

（５）

地方総監府関係の動き

�２回目の地方総監会議開催

�２回目の地方総監府官房主幹会議開催

�東海北陸地方総監府、空襲による医療品・医薬・器具類の損失に鑑み、
総監府令により防空法施行令

�軍需省、権限の大幅な地方委譲を実施

�地方総監府第一部長会議両日にわたって開催を予告。治安・警備・防
空・情報・宣伝・通信等に関する協議実施予定

�関東信越地方総監府、地方長官及主要官衙長会議開催、国民総勤労力
の活用、運輸交通の増強整備、生産防衛の強化と工場疎開受入れ、沿
岸警備計画、主要食糧の需給、塩の確保、燃料の増産配給に付き協議
予定
�厚生省、地方総監府に大幅な権限委譲を公布
	鈴木首相、内閣記者団と懇談。地方総監府設置・権限委譲は政治力強
化による決戦態勢などと説明


地方総監府第三部長会議開催予定

�厚生省、「戦災工場従業者等の措置要領」を決定し地方長官・地方副
総監に通牒。戦災工場労働者・長期欠勤者の緊急産業部門への復帰を
企図

�厚生省勤労局長、松根油等増産のための勤労者確保方針を地方長官・
地方副総監に通牒

東海北陸地方総監府、全国に先駆けて精農者用住宅・工場労務者用住
宅建設資材の供出を各県に指令

�司法省、地方総監府の新設に合わせて、高松控訴院の新設、長崎控訴
院の福岡移転、中央権限の地方控訴院への委譲

�軍需省、機械工業の中央統制の簡素化と地方統制機構の強化、地方総
監府単位の強力かつ機動的行政実施のため、全日本機械器具統制組合
を解散し、傘下組合を再編するとともに、地方総監府区域単位の再編
成等を実施

�防空総本部次長、地方総監府に対し、敗戦により建物疎開は１５日午
後１時現在で現状のまま中止と通達

�山崎内相、記者団との会見で、地方総監府は直ちに廃止することはせ
ず、その機構と運用を検討すると述べる

�山崎内相、内務省首脳人事と地方長官の異動を発表。内務次官に古井
喜実、警視総監に坂信彌（いずれも「山崎内相の直系」）ほか。内務
書記官兼内務監査官（文書課長）の小幡治和は東海北陸地方総監府官
房主幹

�大東亜省・軍需省・農商省が廃止され、商工省・農林省が復活。地方
総監府の外局として設置された地方軍需監理局は廃止し、地方総監府
内に整理・再編
�商工省復活に伴う人事異動発令。東海地方総監府参事官の池田欽三郎、
北海地方鉱山局長を兼任

�内務省、防空総本部の廃止に伴い全国の地方総監府所在地に設置され
ていた地方防衛本部を廃止することを地方総監府に通牒。各府県防空
本部も８月限りで一斉に廃止

�９月７日に地方総監会議、８日に地方総監府官房主幹会議開催との記
事掲載

�３回目の地方総監会議開催（首相官邸）

�３回目の地方総監府官房主幹会議開催（内務省）

�中国地方総監府藪谷第三部長、在満州・在朝鮮の邦人引き揚げ措置に
ついて説明。総監府で海陸の輸送力強化を要請し、女性・子供を優先
して毎日７０００人を輸送。引揚者上陸後の食糧は山口県に手配、宿舎・
臨時列車につき対策中という

月 日

７月１６日

７月１７日

７月１８日

７月２０日

７月２５日・２６日

７月２８日

７月３０日・３１日

８月２日

８月３日

８月 日

８月 日

８月８日

８月１５日

８月１８日

８月１９日

８月２６日

８月２８日

８月３１日

９月７日

９月８日

９月 日
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【表７】地方総監府発足後の組織整備と活動状況（つづき）

記事日付

９月２９日

１０月４日

９月３０日

１０月４日
１０月３日

１０月４日

１０月５日

１０月４日

１０月８日

１０月１９日

１０月２１日

１０月２３日

１０月２７日

１０月２８日

１１月６日

１１月７日

１１月１０日

出典：「朝日新聞」掲載記事（「聞蔵Ⅱビジュアル」により閲覧）により作成
注 ：＊「種別」は、本文で論じた、地方総監府創設後の機能実質化の展開事項の第一から第六に対応する。

種別＊地方総監府関係の動き

�政府、地方総監府を廃止し地方行政事務局・地方行政連絡会議新設を
閣議決定し、地方総監府官制廃止、地方行政事務局官制案の枢密院諮
詢を奏請
�地方総監府第四部・第五部（北海地方は第三部）の商工省関係所掌事
項中電気関係事務、アルコール石油専売関係事務等は広域的処理必要
のため、地方行政事務局の外局として地方商工処理部を設置すると閣
議決定、１０月５日公布・実施

�「朝日新聞」、「社説 機構簡素化か複雑化か」で、地方行政事務局案
につき論評。「地方行政機構が内務官僚的見地からのみいぢられる時
代ではない」と批判し、「屋上屋を架する」地方行政事務局を廃止す
るか、中央との連絡および横のブロックとの連繋を行う地方行政事務
局の下に自治体的色彩を強化」した府県を置く案を提示

�枢密院、午前１０時開会の本会議で地方総監府官制廃止に関する件を
可決
�商工省、３日に各地方総監府関係部長を招集して会議開催、連合軍最
高司令部との連絡経過と今後の商工行政施策に関する方針提示、４日
は各部長から地方事情説明と意見開陳、質疑懇談の実施を予定。
この会議で終戦連絡主要事項につき詳細な説明があり、連絡経過の全
貌が明らかになる
同じくこの会議で戦災復旧資材の増産、重要日用品の生産目標数量決
定。中嶋商工大臣は「業界の自主的統制を基礎として新たに生れる各
種団体を打つて一丸とする総合的産業団体設置の意図を発表」

�山崎内相、地方総監府廃止を機に官界刷新断行方針と報道。地方総監
府の廃止で約６５０人が元の官庁に復帰か免官。地方長官に衆議院議員
任用、民間からの任用も検討とされる

�「朝日新聞」、幣原内閣の組閣進行を承け、地方総監府廃止、全国警察
部長の罷免にともなう全面的な内務省人事の異動につき論評

	堀切内相、地方長官異動、地方総監府廃止に伴う人事、全国警察部長
後任人事につき談話


内閣辞令、商工書記官の齋藤大介、地方総監府副参事官の高橋等・石
坂善五郎を地方総監府参事官に任用

�関口泰、地方総監制を拡充して州庁制を断行すること、知事の公選制
を実施することを提言

�堀切内相、聯合国軍最高司令部の意向で一時中止となっている地方総
監府廃止とは切り離して、地方長官の大幅な異動を閣議で決定

内務省、知事および部長級の大幅な人事異動発令。各地方総監府の参
事官等からも内務省、知事に異動

�政府が１０月６日に廃止実施を予定していた地方総監府につき、聯合
国軍最高司令部から「総監府は地方制度改革の一環として再検討を要
するとして廃止に関し一時延期を命じて来、以来聯合国軍司令部と内
務省との間に折衝を続けてゐた」が、この日、１日付けで廃止を正式
承認すると回答

�地方総監府廃止、地方行政事務局設置、関係人事を閣議で決定し発令。
地方行政事務局長官は所在の地方長官を、同次長には内務・農林・大
蔵・文部各省から、地方行政事務局の外局ともいうべき地方商工処理
部には商工省関係からそれぞれ起用

�「朝日新聞」、「社説 地方総監制度の改正」掲載。地方行政事務局の
機能発揮への疑問、広域行政と知事公選を合わせて道州制移行に出な
かったことへの疑問から、「暫定的」なものと批判。民主主義と国民
生活に関わる地方制度を内務官僚の手のみに委ねられないとする

月 日

９月２８日

９月３０日

１０月３日

１０月３日
・４日

１０月 日

１０月８日

１０月１８日

１０月２０日

１０月２３日

１０月２６日

１０月２７日

１１月５日

１１月６日

１１月１０日
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